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１．保安規定変更認可申請／補正について
本保安規定変更認可申請／補正については、2019年7⽉31⽇に実施しており、申請内容は上流審査を

踏まえ、以下のとおり作成している。

【経緯】
○美浜３号炉 ︓新規制基準適合性に係る設置変更許可申請（2015.3.17）

新規制基準適合性に係る保安規定変更認可申請（2015.3.17）
新規制基準適合性に係る設置変更許可（2016.10.5）

○⾼浜１，２号炉︓新規制基準適合性に係る設置変更許可申請（2015.3.17）
新規制基準適合性に係る設置変更許可（2016.4.20）

【保安規定の記載内容】
上流審査の許可を踏まえて、保安規定は、「保安規定変更に係る基本⽅針」に従って、上流審査にて確認

された原子炉施設の安全性が、運転段階においても継続して確保されていることを担保するために必要な事
項を定める。

【今後の予定】
○⾼浜発電所原子炉施設保安規定については、以下の設置変更許可後に補正申請を実施する。
・重⼤事故等対処設備及び体制の⼀部を変更。（ＳＡ対策⾼度化）
・使⽤済燃料貯蔵設備及び使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備を⼀部変更。（未臨界性評価⼿法の変更）

（・今後の設置許可の審査を踏まえ、必要に応じて、津波警報が発表されない可能性のある津波への対応を反映する。）
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2．保安規定の主要な変更内容（美浜発電所/⾼浜発電所）
章項目 美浜保安規定 高浜保安規定

第１章 総則 主要な変更なし

第２章品質保証計画 ○原子⼒規制委員会設置法の施⾏に伴う関係規則の整備等に伴う変更
→品質保証規則改正の反映 主要な変更なし

第３章 保安管理体制および評価 ○原子⼒規制委員会設置法の施⾏に伴う関係規則の整備等に伴う変更 →炉主任の選任、職務等の変更（⾼浜は１，２号炉への適⽤範囲拡⼤）

第４章
運転管理

廃⽌措置管理
（美浜第２編）

○原子⼒規制委員会設置法の施⾏に伴う関係規則の整備等に伴う変更→SA設備のＬＣＯ設定 他
○実⽤発電⽤原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の⼀部改正に伴う変更 →バックフィットによる変更を反映
○安全保護系設定値の⾒直しに伴う変更
○[美浜:３号炉/⾼浜:１号炉及び２号炉]安全保護回路デジタル化に伴う変更
○[美浜:３号炉/⾼浜:１号炉及び２号炉]中央制御盤取替等に伴う変更 →設備名称、計測装置の項⽬、設定値を⾒直し

○3号炉の炉内構造物取替に伴う変更
→ほう酸タンクのほう酸⽔量制限値の変更 ー

ー ○１号炉及び２号炉への高燃焼度燃料導⼊に伴う変更
→蓄圧タンク、燃取タンクのほう素濃度変更

○実⽤発電⽤原子炉の設置、運転等に関する規則の改正に伴う変更
→火山影響等発生時の体制に整備に関する事項を追加[第２編] ー

第５章 燃料管理
主要な変更なし

○原子⼒規制委員会設置法の施⾏に伴う関係規則の整備等に伴う変更
→実効増倍率0.98以下に管理する旨を反映 他

第６章 放射性廃棄物 ○１号炉及び２号炉への高燃焼度燃料導⼊に伴う変更 →放出管理⽬標値を変更

第７章 放射線管理 主要な変更なし

第８章 保守管理 ○原子⼒規制委員会設置法の施⾏に伴う関係規則の整備等に伴う変更 →保全対象に設置許可、工認対象設備及び多様性拡張設備を追加（⾼浜は１，２号炉へ
の適⽤範囲拡⼤）

第９章 非常時の措置 ○原子⼒規制委員会設置法の施⾏に伴う関係規則の整備等に伴う変更 →原子⼒防災組織図の⾒直し（美浜は[第２編]も同様に変更） 他

第１０章 保安教育 ○原子⼒規制委員会設置法の施⾏に伴う関係規則の整備等に伴う変更
→保安教育項⽬の追加 主要な変更なし

第１１章 記録および報告 ○原子⼒規制委員会設置法の施⾏に伴う関係規則の整備等に伴う変更 →記録対象の追加

添付１ 異常時の運転操作基準 ○原子⼒規制委員会設置法の施⾏に伴う関係規則の整備等に伴う変更 →⾼浜は１，２号炉への適⽤範囲拡⼤

添付２
火災、内部溢⽔、火山影響等および
自然災害対応に係る実施基準

○原子⼒規制委員会設置法の施⾏に伴う関係規則の整備等に伴う変更 →⾼浜は１，２号炉への適⽤範囲拡⼤
○実⽤発電⽤原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の⼀部改正に伴う変更 →バックフィットによる変更を反映

添付3
重⼤事故等および⼤規模損壊対応
に係る実施基準

○原子⼒規制委員会設置法の施⾏に伴う関係規則の整備等に伴う変更 →⾼浜は１，２号炉への適⽤範囲拡⼤
○実⽤発電⽤原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の⼀部改正に伴う変更 →バックフィットによる変更を反映

添付４（７） 管理区域図 ○管理区域図の変更
→３号炉内部溢⽔対策に伴う管理区域設定変更 他

○管理区域図の変更
→１，２号炉格納容器上部遮蔽設置、内部溢⽔対策に伴う管理区域設定変更

添付５（８） 保全区域図
主要な変更なし

添付６ ⻑期保守管理⽅針
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３．美浜３号炉および高浜１，２号炉の特有事項の抽出

美浜3号炉 高浜１，２号炉

○原⼦⼒規制委員会設置法の施⾏に伴う関係規則の整備等に伴う変更
(1) 新規制基準適合性確認

【設計基準対策】
1-① 外部電源に係る運⽤⽅針(第73条)

→スライド４参照
1-② 内部溢⽔対策に係る運⽤⽅針(添付2)

→スライド５参照
【重⼤事故等対策】

1ｰ③ 可搬式代替低圧注⽔ポンプによる代替炉心注⽔
(第85条) →スライド６参照
1-④ 送⽔⾞を⽤いたタービン動補助給⽔ポンプによる
蒸気発生器への給⽔(第85条) →スライド７参照
1-⑤ 可搬式オイルポンプ、燃料油移送ポンプによる燃
料補給(第85条) →スライド８参照

【設計基準対策】
2-① ⼟⽯流対策（堰堤）の運⽤⽅針(添付2)

→スライド９参照
【重⼤事故等対策】

2-② 空冷式非常⽤発電装置給油ポンプによる燃料補
給(第85条) →スライド１０参照
2-③ ＳＡ時の⽔源補給(第85条)

→スライド１１参照

【重⼤事故等対策】（美浜３号炉、⾼浜１，２号炉共通）
3-① 原子炉下部キャビティ注⽔ポンプによるスプレイおよび注⽔(第85条) →スライド１２参照
3-② 下部キャビティ漏えい検出装置(第47条) →スライド１３参照

○３号炉の炉内構造物取替に伴う変更 ○１号炉及び２号炉への高燃焼度燃料導⼊に伴う変更
(2) 炉内構造物取替えに伴うほう酸タンクのほう酸⽔量制

限値の変更(第28条) →スライド１４参照
(3) ５５Ｇ燃料導⼊(第30条､第31条､第51条､第54

条､第58条､第81条､第102条) →スライド１５参照

 美浜３号炉および⾼浜１，２号炉特有事項について、次⾴以降にて詳細説明する。
抽出した特有事項は、以下のとおり。［抽出プロセスは、それぞれ別紙１、２参照］
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1-① 外部電源に係る運⽤⽅針（美浜３号炉）

保安規定変更内容（第７３条（代表箇所））

第７３条（外部電源）
表７３－１

※２︓外部電源の回線数は、当該原子炉に対する個々の非常⽤⾼圧⺟線全てに対して電⼒供給することができる発電所外からの送電線の回線数とする（以下、各
条において同じ）。

※３︓送電線の瞬停時は、運転上の制限を適⽤しない。
※４︓独⽴性を有するとは、「送電線の上流において１つの変電所または開閉所のみに連系しないこと」をいう。

項 ⽬ 運転上の制限

外部電源 (1) ２回線※２以上が動作可能であること※３

(2) (1)の外部電源のうち、１回線以上は他の回線に対して独⽴性を有していること※４

実用発電用原⼦炉及びその附属施設の位置、
構造及び設備の基準に関する規則

実用発電用原⼦炉及びその附属施設の位置、
構造及び設備の基準に関する規則の解釈

第三十三条 （保安電源設備） 第３３条（保安電源設備）

４ 設計基準対象施設に接続する電線路のうち少
なくとも⼆回線は、それぞれ互いに独⽴したもので
あって、当該設計基準対象施設において受電可
能なものであり、かつ、それにより当該設計基準対
象施設を電⼒系統に連系するものでなければなら
ない。

３ 第４項に規定する「少なくとも⼆回線」とは、送受電可能な回
線⼜は受電専⽤の回線の組み合わせにより、電⼒系統と非常⽤
所内配電設備とを接続する外部電源受電回路を2 つ以上設ける
ことにより達成されることをいう。

４ 第４項に規定する「互いに独⽴したもの」とは、発電⽤原子炉
施設に接続する電線路の上流側の接続先において１つの変電所
⼜は開閉所のみに連系し、当該変電所⼜は開閉所が停⽌するこ
とにより当該発電⽤原子炉施設に接続された送電線が全て停⽌
する事態にならないことをいう。

６ 設計基準対象施設に接続する電線路は、同
⼀の工場等の⼆以上の発電⽤原子炉施設を電
⼒系統に連系する場合には、いずれの⼆回線が喪
失した場合においても電⼒系統からこれらの発電
⽤原子炉施設への電⼒の供給が同時に停⽌しな
いものでなければならない。

６ 第６項に規定する「同時に停⽌しない」とは、複数の発電⽤原
子炉施設が設置されている原子⼒発電所の場合、外部電源系が
3 回線以上の送電線で電⼒系統と接続されることにより、いかなる
2 回線が喪失しても複数の発電⽤原子炉施設が同時に外部電
源喪失に至らないよう各発電⽤原子炉施設にタイラインで接続す
る構成であることをいう。・・・・・・

 美浜３号炉は、単独プラント※となることから、外部電源については２回線以上を運転上の制限として、
第７３条に規定する。 ※︓美浜１，２号炉は2017年4⽉19⽇に廃⽌措置計画を認可済
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1-② 内部溢⽔対策の運⽤⽅針（美浜３号炉）

 溢⽔量の低減のため原子炉停⽌、⾼温停⽌及び低温停⽌（停⽌状態の維持を含む）に必要のない
設備である、Ｂ廃液蒸発装置、ほう酸濃縮液タンク、ほう酸濃縮液ポンプの運⽤停⽌※を規定する。

保安規定変更内容（添付２（代表箇所））
添付２（火災、内部溢⽔および自然災害対応に係る実施基準）
２．内部溢⽔
２．４ ⼿順書の整備
（１）各課（室）⻑（当直課⻑を除く。）は、溢⽔発生時における原子炉施設の保全のための活動を⾏うために必要な体制の整備として、以下
の活動を実施することを社内標準に定める。
ｆ．運⽤停⽌設備の管理

技術課⻑は、防護すべき設備が設置される建屋内での溢⽔量の低減を図るため、原子炉停⽌、⾼温停⽌および低温停⽌（停⽌状態の維持を
含む）に必要のない設備のうち、プラント運転に影響のない設備について運⽤の停⽌を⾏う。

※︓高浜１，２号炉については、「タンクの⽔位管理」として既認可保安規定の適⽤範囲を拡⼤する。
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1-③ 可搬式代替低圧注⽔ポンプによる代替炉心注⽔（美浜３号炉）

保安規定変更内容（第８５条（代表箇所））

８５－４－５ 代替炉心注⽔ －可搬式代替低圧注⽔ポンプによる代替炉心注⽔－
(1)運転上の制限

 代替炉心注⽔⼿段として整備した、送⽔⾞を⽤いた可搬式代替低圧注⽔ポンプによる原子炉への注⽔
（仮設組⽴⽔槽を使⽤しない。）に係る運転上の制限等を規定する。

（先⾏プラントである⼤飯３，４号炉では、仮設組⽴⽔槽に海⽔を貯⽔し、可搬式代替低圧注⽔ポンプに
より原子炉に注⽔する⼿順であった。）

項 ⽬ 運転上の制限

代替炉心注⽔系 可搬式代替低圧注⽔ポンプによる代替炉心注⽔系２系統が動作可能であること

適⽤モード 設備 所要数

モード１、２、３、４、５および６ 可搬式代替低圧注⽔ポンプ １台×２

電源⾞（可搬式代替低圧注⽔ポンプ⽤） １台×２

送⽔⾞ １台×２

… …

仮設組⽴⽔
槽に係る運
転上の制限
に係る規定
なし

美浜３号炉の場合 先⾏プラント（⼤飯3,4号炉）の場合
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1-④ 送⽔⾞を⽤いたタービン動補助給⽔ポンプによる蒸気発生器への給⽔（美浜３号炉）

保安規定変更内容（第８５条（代表箇所））

８５－８－１ 蒸気発生器２次側による炉心冷却（注⽔）
(1)運転上の制限

※１︓動作可能とは、ポンプが⼿動起動（系統構成含む）できること、または運転中であることをいう。
※２︓タービン動補助給⽔ポンプについては、原子炉起動時のモード３において試運転に係る調整を⾏っている場合、運転上の制限は適⽤しない。
※３︓タービン動補助給⽔ポンプが動作可能とは、現場⼿動による起動を含む。

項 ⽬ 運転上の制限

復⽔タンクまたは送⽔⾞を⽤いた補助給⽔ポンプによる蒸気
発生器への給⽔系

(1) モード１、２、３および４（蒸気発生器が熱除去のために使⽤されている場合）において、復⽔タンク
を⽔源とした電動補助給⽔ポンプによる蒸気発生器への給⽔系１系統が動作可能であること※１

または
(2) モード１、２および３において、復⽔タンクまたは送⽔⾞を⽤いたタービン動補助給⽔ポンプによる蒸気
発生器への給⽔系１系統が動作可能であること※１※２※３

 重⼤事故等の収束に必要となる⽔源を確保す
るために整備した、送⽔⾞を⽤いたタービン動補
助給⽔ポンプへの直接供給による蒸気発生器へ
の注⽔に係る運転上の制限等を規定する。
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1-⑤ 可搬式オイルポンプ、燃料油移送ポンプによる燃料補給（美浜３号炉）

保安規定変更内容（第８５条（代表箇所））

８５－１５－６ 燃料油貯蔵タンク、可搬式オイルポンプ、タンクローリーおよび燃料油移送ポンプによる燃料補給設備
(1)運転上の制限

※１︓燃料油貯蔵タンク２基分。
※２︓空冷式非常⽤発電装置の連続定格運転に必要な燃料を補給できる容量を有するもの。予備機１台含む。
※３︓重⼤事故等対処設備の連続定格運転に必要な燃料を補給できる容量を有するもの。予備機１台含む。

項 ⽬ 運転上の制限

燃料油貯蔵タンク、可搬式オイルポンプ、タンクロー
リーおよび燃料油移送ポンプによる燃料補給設備

(1) 燃料油貯蔵タンクの油量が360 m3※１以上あること
(2) 可搬式オイルポンプの所要数が使⽤可能であること※２

(3) タンクローリーの所要数が使⽤可能であること
(4) 燃料油移送ポンプの所要数が使⽤可能であること

適⽤モード 設備 所要数

モード１、２、３、４、５、６および使⽤済燃料
ピットに燃料体を貯蔵している期間

燃料油貯蔵タンク 360 m3※１

可搬式オイルポンプ ２台※２

タンクローリー ３台※３※

燃料油移送ポンプ ２台

 給油作業の効率化の⽬的から、空冷
式非常⽤発電装置への給油のために
整備した可搬式オイルポンプ、空冷式
非常⽤発電装置および電源⾞等への
給油のために整備した燃料油移送ポン
プについて、運転上の制限等を規定す
る。

今回設置
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2-① ⼟⽯流対策（堰堤）の運⽤⽅針（⾼浜１，２号炉）

○⼟⽯流防護対策施設
撤去が不可と判断

（5×10-4／年）
⼟⽯流発生 基準地震動Ss発生

プラント停⽌を⾏う

⼟砂の撤去

７⽇※

（10-2／年）

※応急的措置期間（７⽇間）について
⼟⽯流が発生する確率は、「砂防基本計画策定指針（⼟⽯流・流⽊対策編）解
説」（国⼟交通省）おいて100年確率の降⾬量で評価するものとされていることから、
1×10-2／年、また、基準地震動Ssの超過確率は5×10-4／年であることから、⼟
⽯流発生後の⼟砂を2×10-2／年（7.3⽇）で必要⼟砂を撤去できれば、発生確
率が1×10-7／年を下回る。

 ⼟⽯流の影響を受ける重要安全施設として⾼浜２号炉の海⽔ポンプを抽出し、その防護対策として⼟⽯
流危険渓流３箇所に堰堤を設置のうえ、堰堤に溜まった⼟砂を７⽇※以内に堆積制限位以下に撤去でき
ないと判断した場合は、プラントの停⽌を⾏う旨を規定する。

保安規定変更内容（添付２（代表箇所））
添付２（火災、内部溢⽔、火山影響等および自然災害発生時の対応に係る実施基準）
ｃ．地滑り防護対策の堰堤の健全性確保

⼟⽊建築課⻑は、地滑りが確認された場合は、施設の機能に影響が及ばないよう、堰堤の堆積制限位以下になるよう⼟砂撤去作業を実施する。
ｄ．地滑り発生後の撤去作業が困難と判断された場合の対応

⼟⽊建築課⻑は、地滑り発生後の⼟砂撤去作業において、７⽇以内に堆積制限位以下にできないと判断した場合は当直課⻑に連絡する。連
絡を受けた当直課⻑は、地滑りが確認された後、７⽇以内に原子炉を停⽌（モード５まで）する。

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

5
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2-② 空冷式非常⽤発電装置給油ポンプによる燃料補給（⾼浜１，２号炉）

保安規定変更内容（第８５条（代表箇所））

８５－１５－７ 燃料油貯油そう、空冷式非常⽤発電装置⽤給油ポンプおよびタンクローリーによる燃料補給設備（１号炉および２号炉）
(1)運転上の制限

※１︓燃料油貯油そう２基分。
※２︓動作可能な当該設備が所要数を満⾜しない場合において、タンクローリーの所要数が使⽤可能である場合、運転上の制限を満⾜していないとはみなさない。
※３︓重⼤事故等対処設備の連続定格運転に必要な燃料を補給できる容量を有するもの。
※４︓予備機１台を含む、１号炉および２号炉の合計所要数。

項 ⽬ 運転上の制限

燃料油貯油そう、空冷式非常⽤発電装置⽤給油
ポンプおよびタンクローリーによる燃料補給設備

(1) 燃料油貯油そうの油量が360 m3※１以上あること
(2) 空冷式非常⽤発電装置⽤給油ポンプの所要数が動作可能であること※２

(3)タンクローリーの所要数が使⽤可能であること

適⽤モード 設備 所要数

モード１、２、３、４、５、６および使⽤済燃料
ピットに燃料体を貯蔵している期間

燃料油貯油そう 360 m3※１

空冷式非常⽤発電装置⽤給油ポンプ ２台※２

タンクローリー ３台※３※4

 給油作業の効率化の⽬的から、空冷
式非常⽤発電装置への給油を自動化
するため整備した、空冷式非常⽤発電
装置⽤給油ポンプについて、運転上の
制限等を規定する。

修正中

今回設置
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2-③ ＳＡ時の⽔源補給（⾼浜１，２号炉）

保安規定変更内容（第８５条（代表箇所））

８５－１４－２ 復⽔タンクから燃料取替⽤⽔タンクへの補給（１号炉および２号炉）
(1)運転上の制限

８５－１４－２の２ 復⽔タンクから燃料取替⽤⽔タンクへの補給（３
号炉および４号炉）
(1)運転上の制限

項 ⽬ 運転上の制限

復⽔タンク（有効⽔量）
復⽔タンクから燃料取替⽤
⽔タンクへの補給

(1)復⽔タンク（有効⽔量）が 513 m3 以上であること
(2)恒設代替低圧注⽔ポンプまたは原子炉下部キャビティ注⽔ポンプによる
復⽔タンクから燃料取替⽤⽔タンクへの補給系が使⽤可能であること

適⽤モード 設備 所要数

モード１、２、３、４、５お
よび６

復⽔タンク 513m3

恒設代替低圧注⽔ポンプ 1台

原子炉下部キャビティ注⽔ポンプ 1台

… …

 復⽔タンクから燃料取替⽤⽔タンクへの補給について、⾼浜１，２号炉では、代替炉心注⽔や代替格納
容器スプレイで要求されている恒設代替低圧注⽔ポンプ⼜は原子炉下部キャビティ注⽔ポンプにより復⽔タ
ンクから燃料取替⽤⽔タンクへの移送ライン（内部スプレポンプテストライン）により補給できる設計とし、運
転上の制限等を規定する。（⾼浜３，４号炉では燃料取替⽤⽔タンク補給⽤移送ポンプを設置）

項 ⽬ 運転上の制限

復⽔タンク（有効⽔量）
復⽔ タン クから燃料取替 ⽤
⽔タンクへの補給

(1)復⽔タンク（有効⽔量）が 646 m3 以
上であること
(2)燃料取替⽤⽔タンク補給⽤移送ポンプに
よる復⽔タンクから燃料取替⽤⽔タンクへの補
給系が動作可能であること

適⽤モード 設備 所要数

モード１、２、３、４、５お
よび６

復⽔タンク 646m3

燃料取替⽤⽔タンク補給
⽤移送ポンプ

1台

（高浜１、２号炉） （高浜３、４号炉）

燃料取替⽤⽔タンク
燃料取替⽤⽔タンク

復⽔タンク
復⽔タンク 燃料取替⽤⽔タンク補給⽤移送ポンプ

内部スプレポンプ

原子炉下部キャビティ注⽔ポンプ

恒設代替低圧注⽔ポンプ

6
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3-① 原子炉下部キャビティ注⽔ポンプによるスプレイおよび注⽔（美浜３、⾼浜１，２号炉）

保安規定変更内容（第８５条（代表箇所））

８５－６－３ 代替原子炉格納容器スプレイ －原子炉下部キャビティ注⽔ポンプによる代替原子炉格納容器スプレイおよび原子炉下部キャビティ直接注⽔－

(1)運転上の制限

項 ⽬ 運転上の制限

原子炉下部キャビティ注⽔ポンプによる代替原子炉格納容器
スプレイおよび原子炉下部キャビティ直接注⽔

原子炉下部キャビティ注⽔ポンプによる代替原子炉格納容器スプレイ系および原子炉下部キャビティ直接注
⽔系が動作可能であること

適⽤モード 設備 所要数

モード１、２、３、４、５および６ 原子炉下部キャビティ注⽔ポンプ １台

… …

 原子炉下部キャビティ床面⾼さが原子炉格納容器最下層階部⾼さと同じであり、格納容器スプレイ⽔が原
子炉格納容器最下層部から原子炉下部キャビティへ優先的に流⼊しないことから、原子炉下部キャビティに
十分な蓄⽔を⾏うための原子炉下部キャビティ注⽔ポンプを設置のうえ、運転上の制限等を規定する。

（美浜3号炉の例）

今回設置
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3-② 下部キャビティ漏えい検出装置（美浜３、⾼浜１，２号炉）

保安規定変更内容（第４７条（代表箇所））

（１次冷却材漏えい率）第 ４７ 条
モード１、２、３および４において、原子炉格納容器内への漏えい率および原子炉格納容器内漏えい監視装置は、表４７－１で定める事項を運転上の制限とする。
(1)運転上の制限 表４７－１

※２︓炉内計装⽤シンブル配管室ドレンピット漏えい検出装置によって測定される漏えい率は全て未確認の漏えい率とみなすものとする。
※３︓凝縮液量測定装置の健全性を確認するための点検または洗浄により、原子炉格納容器サンプ⽔位計または凝縮液量測定装置の指⽰値が変動する場合を除く。

項 ⽬ 運転上の制限

原子炉
格納容器内への

漏えい率

(1) 原子炉格納容器サンプ⽔位計および炉内計装⽤シンブル配管室ドレンピット漏えい検出装置または凝縮液量測定装置によって測定される漏えい率のうち、
未確認の漏えい率が 0.23 m3/h 以下であること※２

(2) 原子炉格納容器サンプ⽔位計または凝縮液量測定装置によって測定される漏えい率のうち、原子炉冷却材圧⼒バウンダリ以外からの漏えい率が 2.3 
m3/h 以下であること

原子炉
格納容器内

漏えい監視装置

(1) モード１および２において、原子炉格納容器サンプ⽔位計および炉内計装⽤シンブル配管室ドレンピット漏えい検出装置または凝縮液量測定装置※３が動
作可能であること
(2) モード３および４において、原子炉格納容器サンプ⽔位計および炉内計装⽤シンブル配管室ドレンピット漏えい検出装置が動作可能であること

• 上部と下部の電極による検出の
時間差により、ICIS室の漏えい
率を監視する。

 原子炉格納容器内の１次冷却材漏えい率を原子炉格納容器サンプ⽔位計および炉内計装⽤シンブル配
管室ドレンピット漏えい検出装置または凝縮液量測定装置により監視することとし、運転上の制限等を規定
する。

（美浜3号炉の例）

7
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（２）炉内構造物取替えに伴うほう酸タンクのほう酸⽔量制限値の変更（美浜3号炉）

保安規定変更内容（第２８条（代表箇所））

第２８条（化学体積制御系（ほう酸濃縮機能））
表２８－１

※２︓ほう酸ポンプ、ほう酸タンク、緊急ほう酸注⼊弁および充てん系は、重⼤事故等対処設備を兼ねる。
Ｃ充てん／⾼圧注⼊ポンプによる充てん系が動作不能時は、第８５条（表８５－４）の運転上の制限も確認する。

表２８－２

※３︓全ほう酸タンクの合計⽔量をいう。

項 ⽬ 運転上の制限

化学体積制御系※２ (1) ほう酸濃縮に必要な系統のうち、１系統以上が動作可能であること
(2) ほう酸タンクのほう素濃度、ほう酸⽔量およびほう酸⽔温度が表２８－２で定める制限値内にあること

項 ⽬ 制限値 確認頻度

ほう素濃度 21,000 ppm 以上 １ヶ⽉に１回
ほう酸⽔量

（有効⽔量） 17.6 m3 以上※３

１週間に１回
ほう酸⽔温度 65℃ 以上

項 ⽬ 制限値 確認頻度

ほう素濃度 21,000 ppm 以上 １ヶ⽉に１回
ほう酸⽔量

（有効⽔量） 17.4 m3 以上※３

１週間に１回
ほう酸⽔温度 65℃ 以上

 炉内構造物取替えに伴い原子炉容器頂部体積
の増加等により１次冷却材体積が約2m3増加す
る。この影響により、出⼒運転中に安全上必要な
ほう酸⽔量※が若⼲変更されるため、保安規定第
28条に反映する。

※︓最⼤反応度価値の制御棒クラスタ1本が挿⼊不能の場合でも、
原子炉を⾼温停⽌から低温停⽌に移⾏可能とするほう酸⽔量
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（３）５５Ｇ燃料の導⼊（⾼浜１，２号炉）

保安規定条⽂ 変更前 変更後 設定根拠

ほう素濃度 第５１条（蓄圧タン
ク）

2,200ppm 2,600ppm a〜c の３事象の必要量を満⾜する値とし
て設定
a.燃料取替停⽌時の未臨界性確保
b.ＬＯＣＡ時の未臨界性確保
c.原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈
（プラント起動時）時の操作余裕

第５４条（燃料取替
⽤⽔タンク）

第８１条（１次冷却
材中のほう素濃度－
モード６－）

よう素除去薬品
タンク（苛性ソー
ダ溶液量）

第５８条（原子炉格
納容器スプレイ系）

10.0m3 11.2m3 原子炉格納容器スプレイ時、適切なよう素
気液分配係数を得るために格納容器再循
環サンプ⽔をpH8.5以上にできるNaOHを
確保できる値として設定

ＤＮＢＲ制限
値

第３５条（ＤＮＢＲ
比）

1.17以上 1.35以上 ＤＮＢＲ評価において、「発電⽤加圧⽔型
原子炉の炉心熱設計評価指針」にて妥当
性が認められた改良統計的熱設計⼿法を
適⽤した結果を踏まえて設定

熱流速熱⽔路
係数FQ(Z)

第３０条（熱流速熱
⽔路係数）

出⼒が50%を超える場合︓
2.10/P×K(Z)以下

出⼒が50%以下の場合︓
4.20×K(Z)以下
K(Z)︓３段折れ

出⼒が50%を超える場合︓
2.25/P×K(Z)以下

出⼒が50%以下の場合︓
4.50×K(Z)以下
K(Z)︓２段折れ

最⼤線出⼒密度の制限値を緩和することに
より炉心設計の余裕を拡⼤できる値として
設定

核的エンタルピ上
昇熱⽔路係数
FN

ΔH

第３１条（核的エンタ
ルピ上昇熱⽔路係
数）

1.60(1+0.2(1-P)) 1.60(1+0.3(1-P)) 出⼒低下に伴い制御棒を挿⼊することで生
じる炉心外周部の出⼒ピーキングを包絡す
る値として設定

放出管理⽬標
値

第１０２条（放射性
気体廃棄物の管理）

希ガス︓3.3×1015Bq/年
よう素１３１︓

6.2×1010Bq/年

希ガス︓3.4×1015Bq/年
よう素１３１︓

6.1×1010Bq/年

「発電⽤軽⽔型原子炉周辺の線量⽬標値
に対する評価指針」に基づいて評価した結
果を踏まえて設定

 ⾼浜１，２号炉への５５Ｇ燃料導⼊により⾒直された安全解析の⼊⼒条件や解析結果の⾒直し等を踏まえ、以下
のとおり関連する保安規定条⽂の設定値を変更する。

8
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４．保安規定における附則（第１項、第２項）

認可 施⾏ 使⽤前検査終了（3u）

従前の例にて運⽤

○適⽤開始時期の考え⽅
 先⾏プラントでは、安全対策工事として設備が設置された後、関連する運⽤（⼿順書、体制等）設備の適⽤を開始した。
 美浜３、⾼浜１，２号炉では、新規制基準を踏まえた火災、溢⽔、⻯巻等の設計基準事象や重⼤事故等へ対処する

ための安全対策工事を進めているところであり、美浜３号炉は、2020年７⽉、⾼浜１号炉は2020年5⽉、２号炉は
2021年1⽉に工事が完了する予定である。

 先⾏プラントと同様に、この工事完了以降、保安規定における設備および運⽤に関する条⽂（例︓ＳＡ設備は８5条、
ＳＡ時の⼿順、体制は１３条、１８条の５，６）を適⽤開始することとし、当該号炉の原子炉に燃料を装荷する前の
使⽤前検査（三号検査）が終了となるＱＡ検査による最終的な確認を受けた⽇以降、適⽤される旨、附則において明
確にする。（スライド３３参照）

附 則（平成 年 ⽉ ⽇ 平成２６原安管通達第２号－ ）
（施⾏期⽇）
第 １ 条 この通達は、 年 ⽉ ⽇から施⾏する。→認可から１０⽇以内に施⾏する。
２．本規定施⾏の際、使⽤前検査の対象となる規定（第３項を除く。）については、原子炉に燃料体を挿⼊することが

できる状態になった時の工事の工程における各原子炉施設に係る使⽤前検査終了⽇以降に適⽤することとし、それま
での間、なお、従前の例による。ただし、上記検査がない設備については構造、強度または漏えいに係る検査終了⽇以
降に適⽤する。
なお、第１３条（運転員等の確保）については、３号炉の原子炉に燃料体を挿⼊することができる状態になった時

の工事の工程における各原子炉施設に係る使⽤前検査終了⽇以降に適⽤する。

適⽤開始

美浜発電所の例

高浜発電所の例

認可 施⾏
使⽤前
検査終了（1u）

使⽤前
検査終了（2u）従前の例にて運⽤（1u）

従前の例にて運⽤（2u）

1u適⽤
2u適⽤
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４．保安規定における附則（第４項）（⾼浜１，２号炉）

⾼浜１号炉
⾼燃焼度燃料
装荷開始⽇

⾼浜２号炉
⾼燃焼度燃料
装荷開始⽇

別紙－２による。
（１，２号炉ともにスライド15の

変更前のパラメータ）

別紙－３による。
（１号炉はスライド15の変更後のパラメータ、

２号炉は変更前のパラメータ注１）

保安規定本⽂による。
（１，２号炉ともにスライド15の

変更後のパラメータ）

注１︓放出管理⽬標値は号炉毎に書き分けができないため、⾼浜１号炉への⾼燃焼度燃料装荷開始⽇より、変更後の値を採⽤する。

4. 第３０条（熱流束熱⽔路係数（ＦＱ(Z)））における表３０－１のうち１号炉および２号炉熱流束熱⽔路係
数FQ(Z)および図３０－１のうち１号炉および２号炉K(Z)、第３１条（核的エンタルピ上昇熱⽔路係数（ＦＮ
ΔＨ））における表３１－１のうち１号炉および２号炉核的エンタルピ上昇熱⽔路係数FNΔH、第３５条（ＤＮ
Ｂ比）における表３５－１のうち１号炉および２号炉ＤＮＢ比、第５１条（蓄圧タンク）における表５１－２の
うち１号炉および２号炉蓄圧タンクほう素濃度、第５４条（燃料取替⽤⽔タンク）における表５４－２のうち１号
炉および２号炉燃料取替⽤⽔タンクほう素濃度、第５８条（原子炉格納容器スプレイ系）における表５８－２の
うち１号炉および２号炉苛性ソーダ溶液量、第８１条（１次冷却材中のほう素濃度 －モード６－）における表８
１－１のうち１号炉および２号炉１次冷却材中のほう素濃度、第８５条（重⼤事故等対処設備）における表８
５－４のうち８５－４－２炉心注⽔（１号炉および２号炉）アキュムレータほう素濃度および表８５－１４のうち
８５－１４－２燃料取替⽤⽔タンク（１号炉および２号炉）ほう素濃度ならびに第１０２条（放射性気体廃
棄物の管理）における表１０２－１のうち放出管理⽬標値については、１号炉および２号炉における⾼燃焼度
（５５，０００ＭＷd/t）燃料の原子炉内への初回装荷が両号炉ともに開始した⽇以降に適⽤し、それまでの間
のうち、１号炉または２号炉における⾼燃焼度（５５，０００ＭＷd/t）燃料の原子炉内への装荷を開始する⽇
までは別紙－２により、それ以降は別紙－３による。

9
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⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容

主な変更箇所※ 主な変更内容

第９条
原子炉主任技術者の選任 代⾏者職位の⾒直し

第３４条
計測および制御系統

チャンネル数⾒直しに伴う変更
安全保護系設定値の⾒直しに伴う変更

第４７条
１次冷却材漏えい率 凝縮液量測定装置の要求モードの⾒直し

第８５条
重⼤事故等対処設備 記載の適正化（既認可プラントとの記載の整合 等）

第９５条
新燃料の貯蔵

誤配置防⽌措置の実施に係る記載の追加
実施計画の作成と実施計画について炉主任の確認、所⻑の承認を
⾏う旨追加

第９７条
燃料の取替等

第９８条
使⽤済燃料の貯蔵

 ⾼浜１，２号炉の保安規定条⽂の変更にあわせて、⾼浜３，４号炉に係る
条⽂についても、以下のとおり変更を実施する。

※︓その他、全般的に記載の適正化（既認可プラントとの記載の整合 等）を実施。
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津波防護対策（防潮ゲート）の運⽤⽅針の⾒直し（⾼浜１，２号炉）

保安規定変更内容

第６８条の２
（津波防護施設）
３号炉および４号炉について、モード１、２、３、４、
５、６および使⽤済燃料ピットに燃料体を貯蔵してい
る期間において、津波防護施設は、表６８の２－１
で定める事項を運転上の制限とする。

添付2
火災、内部溢⽔、火山影響等および自然災害発生
時の対応に係る実施基準（第18条、第18条の2、
第18条の2の2および第18条の３関連）
5 津波
5.4 ⼿順書の整備
ｄ．⼤津波警報、津波警報等が発令されない津波
への対応

当直課⻑は、原則として潮位計において通常の潮
汐とは異なる潮位変動が観測された場合、津波襲来
と判断し、１号炉、２号炉、３号炉および４号炉の
循環⽔ポンプを停⽌する。また、原子炉を停⽌させ原
子炉の冷却操作を実施するとともに、Ａ中央制御室
から取⽔路防潮ゲートを閉⽌する。
e. 取⽔路防潮ゲートの管理
(a) 取⽔路防潮ゲート4⾨のうち、⽚系列2⾨につい
ては、常時閉⽌運⽤とする。
(b) 当直課⻑は、取⽔路防潮ゲートの両系列4⾨
全てが閉⽌した場合、または3⾨が閉⽌した場合は、
３号炉および４号炉の循環⽔ポンプを全台停⽌する。
また、運転中の号炉については原子炉を停⽌する。

 ⾼浜１，２（３，４）号炉の新規制基準適合性審査においては、２基運転から４基運転に変更するにあたり、４ユ
ニットに必要な海⽔を供給する観点から、２機運転の前提条件として設定していた防潮ゲート全４⾨のうち２⾨の常時
閉⽌運⽤から常時４⾨開放に⾒直す旨をご説明していた。

 これを踏まえ、今回の申請においては、津波防護施設に係る保安規定第６８条の２について、⾼浜１，２号炉へ適⽤
範囲を拡⼤するとともに、保安規定添付２について⽚系列２⾨を常時閉⽌する運⽤を削除することとしており、さらに津
波警報が発表されない可能性のある津波への対応として、既に適⽤している対策を添付２（5.4 d.）に反映している。

 今後、津波警報が発表されない可能性のある津波への対応に係る原⼦炉設置変更許可申請に対する審査内容につ
いて、必要に応じて保安規定にも反映を⾏ったうえで、別途ご説明させていただく。
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原子炉下部キャビティ構造の相違

（平成２７年１１⽉５⽇審査会合資料抜粋）
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ＳＦＰ⼤規模漏えい時の未臨界管理に係る燃料の配置管理（⾼浜１，２号炉）

海⽔

スプレイヘッダ

使⽤済燃料

送⽔⾞

送水車

＜使⽤済燃料ピット＞

３つの領域で管理送⽔⾞・スプレイヘッダの配備

 設置許可基準規則第54条第2項による「使⽤済燃料貯蔵槽の⽔位が異常に低下した場合において燃料体等の著しい損傷の進⾏を
緩和するとともに、臨界を防⽌するために必要な設備」として可搬型スプレイ設備を配備している。

 現状のラックに燃料を配置する場合、燃料の使⽤状態に応じて３種類の貯蔵領域を設定することで、⼤規模漏えいが発生した場合に
も実効増倍率を基準（0.98）以下に維持できるため、この運⽤管理について保安規定に定める。（対象条⽂︓第１０条（原子炉
主任技術者の職務等）、第９５条（新燃料の貯蔵）、第９７条（燃料の取替等）、第９８条（使⽤済燃料の貯蔵））

保安規定変更内容（代表例として第９８条の⼀部を抜粋）

（使⽤済燃料の貯蔵）
第 ９８ 条 原子燃料課⻑は、使⽤済燃料を貯蔵する場合は、次の事項を遵守する。

（中略）
(9) 使⽤済燃料ピット内の燃料の配置変更を⾏う場合は、図９５に⽰す未臨界が維持できることをあらかじめ確認している条件（初期濃縮度、燃焼度、使⽤
済燃料ピット⽤中性子吸収体の有無および配置）に基づき移動することで、実効増倍率が不確定性を含めて０．９８以下となることを確認し、管理すること
（１号炉および２号炉のみ）。

（中略）
(11) 使⽤済燃料の移動に当たっては、誤配置を防⽌する措置を講じること。
２．原子燃料課⻑は、第１項(9)、(10)における燃料移動の実施計画を作成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所⻑の承認を得る。

燃料貯蔵領域図（1号炉の場合）
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柏崎刈⽻６７号炉の審査知⾒反映（美浜３号炉、⾼浜１，２号炉）
 柏崎刈⽻原子⼒発電所６号炉及び７号炉の新規制基準適合性審査を通じて得られた技術的知⾒を反映するため、保安規定を変更する。
 具体的には、アニュラス空気再循環設備は、設置許可上、２つの要求事項「⽔素爆発による原子炉建屋等の損傷を防⽌するための設備」、

「原子炉制御室の居住性を確保するための設備」に紐付けられることとなるため、既条⽂としてアニュラス空気再循環設備の運転上の制限を定
めている表８５－１１、８５－１１－１の表題に、関連する機能を追加するが、本変更について、設備の追加はないため、運転上の制限、
確認事項および要求される措置の記載内容に変更はない。

 また、 「原子炉制御室の居住性を確保するための設備」として、アニュラス空気再循環設備が該当することを明確にするため、表８５－１７、
８５－１７－１ 居住性確保および汚染の持ち込み防⽌の項⽬に、アニュラス空気再循環設備の運転上の制限を８５－１１－１に定め
ている旨を記載する。

No 設置許可基準規則等の改正項目 保安規定変更の要否

１ 原子炉格納容器の過圧破損を防⽌
するための対策

改正された規則要求に対し、上流規制において既許可において満⾜することを確認の上、規則要求との紐付けを明
確にするため、記載の適正化を実施。運⽤事項に係る変更がないため、保安規定の変更は不要。

２ 使⽤済燃料貯蔵槽から発生する⽔蒸
気による悪影響を防⽌するための対策

改正された規則要求に対し、上流規制において既許可において満⾜することを確認の上、規則要求との紐付けを明
確にするため、記載の適正化を実施。運⽤事項に係る変更がないため、保安規定の変更は不要。

３ 原⼦炉制御室の居住性を確保
するための対策

改正された規則要求に対し、上流規制において第五⼗三条のＳＡ設備として記載しているアニュラ
ス空気再循環設備等を、第五⼗九条のＳＡ設備として位置づけ。保安規定条⽂に設備の位置づ
けの追加を反映。

保安規定変更内容（第８５条（代表箇所））
表８５－１１ ⽔素爆発による原子炉建屋等の損傷を防⽌する等のための設備
８５－１１－１ ⽔素排出、放射性物質の濃度低減
(1)運転上の制限

表８５－１７ 中央制御室
８５－１７－１ 居住性の確保および汚染の持ち込み防⽌
(1)運転上の制限

※４︓「８５－１１－１ ⽔素排出、放射性物質の濃度低減」において運転上の制限
を定める。

項⽬ 運転上の制限

⽔素排出
放射性物質の濃度
低減

(1)Ｂアニュラス循環系が動作可能であること※１

(2)代替空気（窒素）系統が動作可能であること

適⽤モード 設備 所要数

モード１、２、３、４、
５および６

Ｂアニュラス循環ファン １台

… …

項⽬ 運転上の制限

中央制御室非常⽤循環系
居住性確保設備
汚染の持ち込み防⽌設備

(1) 中央制御室非常⽤循環系１系統以上が動
作可能であること※１

(2)…

適⽤モード 設備 所要数

モード１、２、３、４、５およ
び６

Ｂアニュラス循環ファン ※４

… …

（美浜３号炉の例）
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内部溢⽔による管理区域外への漏えいの防⽌（美浜３号炉、⾼浜１，２号炉）

 福島第⼆原子⼒発電所１号炉から４号炉の使⽤済燃料貯蔵槽において、地震に伴う⽔面の揺動（以下「スロッシング」という。）による溢⽔
事象が発生し、排気ダクトに流⼊した放射性物質を含む⽔が、ダクトに設けた⽌⽔設備を越えて非管理区域に向かって流れ出す事象を踏まえ
た知⾒を反映するため、保安規定を変更する。

 具体的には、改正された規則の要求に対して、その他設備から溢⽔が発生した場合に、必要な措置を⾏うことを上流規制にて明記しているため、
運⽤事項の追加として保安規定の添付２ 火災、内部溢⽔、火山影響等および自然災害発生時の対応に係る実施基準（第１８条、第
１８条の２、第１８条の２の２および第１８条の３）に規定する。

保安規定変更内容（第１８条の２、添付２（代表箇所））

（内部溢⽔発生時の体制の整備）
第１８条の２ 技術課⻑は、原子炉施設内において溢⽔が発生した場合（以下、「内部溢⽔発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動を⾏
う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定し、所⻑の承認を得る。また、計画は、添付２に⽰す「火災、内部溢⽔、火山影響等および自然災害対応に係
る実施基準」に従い策定する。

添付２ 火災、内部溢⽔、火山影響等および自然災害発生時の対応に係る実施基準（第１８条、第１８条の２、第１８条の２の２および第１８条の３
関連）

２ 内部溢⽔
技術課⻑は、溢⽔発生時における原子炉施設の保全のための活動を⾏う体制の整備として、次の２．１項から２．４項を含む計画を策定し、所⻑の承認を
得る。また、各課（室）⻑は、計画に基づき、溢⽔発生時における原子炉施設の保全のための活動を⾏うために必要な体制および⼿順の整備を実施する。

（中略）
２．４ ⼿順書の整備
(1) 各課（室）⻑（当直課⻑を除く。）は、溢⽔発生時における原子炉施設の保全のための活動を⾏うために必要な体制の整備として、以下の活動を実施す
ることを社内標準に定める。
ａ．溢⽔発生時の措置に関する⼿順
当直課⻑は、配管の想定破損による溢⽔、スプリンクラーからの放⽔による溢⽔、地震による溢⽔およびその他の溢⽔が発生した場合の措置を⾏う。

＜設置変更許可申請書 添付書類⼋（運⽤事項抜粋）＞
1.6.2 原子炉施設の溢⽔評価に関する設計⽅針

1.6.2.4.4 その他の溢⽔影響に対する設計⽅針
その他の溢⽔のうち機器の誤作動や弁グランド部、配管フランジ部からの漏えい事象等に対しては、漏えい検知システム等により早期に

検知し、漏えい箇所の特定及び漏えい箇所の隔離等により漏えいを⽌めることで防護対象設備の安全機能を損なうことのない設計とする。

その他の溢⽔発生時の対応を追加その他の溢⽔発生時の対応を追加（美浜３号炉の例）
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火山対策（その１）（美浜３号炉、⾼浜１，２号炉）
 火山影響等発生時における発電⽤原子炉施設の保全のための活動を⾏う体制の整備に係る、計画の策定、実施および評価、そして継続

的に改善していく管理の枠組みを定めるため、保安規定を変更する。
 具体的には、第１８条の２の２に火山影響等発生時の体制の整備を定めるとともに、改正された規則の要求のうち「⼿順書の整備」に関す

る事項については、保安規定の「添付２ 火災、内部溢⽔、火山影響等および自然災害発生時の対応に係る実施基準（第１８条、第１
８条の２、第１８条の２の２および第１８条の３）」に対応⼿順を定める。

保安規定変更内容（第１８条の２、添付２（代表箇所））

（火山影響等発生時の体制の整備）
第１８条の２の２ 技術課⻑は、火山現象による影響が発生するおそれがある場合または発生した場合（以下、「火山影響等発生時」という。）における原子
炉施設の保全のための活動※１を⾏う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定し、所⻑の承認を得る。また、計画は、添付２に⽰す「火災、内部溢⽔、火
山影響等および自然災害発生時の対応に係る実施基準」に従い策定する。
※１︓火山影響等発生時に⾏う活動を含む（以下、本条において同じ）。

添付２ 火災、内部溢⽔、火山影響等および自然災害発生時の対応に係る実施基準（第１８条、第１８条の２、第１８条の２の２および第１８条の３
関連）

３ 火山影響等、降雪発生時
技術課⻑は、火山影響等および降雪発生時における原子炉施設の保全のための活動を⾏う体制の整備として、次の３．１項から３．４項を含む計画を策

定し、所⻑の承認を得る。また、各課（室）⻑は、計画に基づき、火山影響等、降雪発生時における原子炉施設の保全のための活動を⾏うために必要な体制
および⼿順の整備を実施する。

（中略）
３．４ ⼿順書の整備
(1)各課（室）⻑（当直課⻑を除く。）は、火山影響等、降雪発生時における原子炉施設の保全のための活動を⾏うために必要な体制の整備として、以下の

活動を実施することを社内標準に定める。
（中略）

ｃ．ディーゼル発電機の機能を維持するための対策
ｄ．タービン動補助給⽔ポンプを⽤いた炉心を冷却するための対策
ｅ．蒸気発生器補給⽤仮設中圧ポンプ（電動）を⽤いた炉心の著しい損傷を防⽌するための対策
ｆ．緊急時対策所の居住性確保に関する対策
ｇ．通信連絡設備に関する対策

（以下、省略）

対応手順を記載

詳細は次頁のとおり

（美浜３号炉の例）
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火山対策（その２）（美浜３号炉、⾼浜１，２号炉）

要求事項（実用炉規則第八⼗四条の二） 主な対応

第
五
号

イ 火山影響等発生時における非常⽤交流動⼒電源設備の
機能を維持するための対策に関すること。

ディーゼル発電機の吸気ラインに改良型フィルタを取り付け、
2台運転。電動補助給⽔ポンプにより炉心の冷却を⾏う。

ロ
イに掲げるもののほか、火山影響等発生時における代替電
源設備その他の炉心を冷却するために必要な設備の機能を
維持するための対策に関すること。

タービン動補助給⽔ポンプを使⽤し、蒸気発生器２次側へ
注⽔することにより炉心の冷却を⾏う。

ハ
ロに掲げるもののほか、火山影響等発生時に交流動⼒電源
が喪失した場合における炉心の著しい損傷を防⽌するための
対策に関すること。

燃料取扱建屋内へ配置した電源⾞を動⼒源とし、蒸気発
生器補給⽤仮設中圧ポンプ（電動）により蒸気発生器２
次側へ注⽔することにより炉心の冷却を⾏う。

第六号 その他、火山影響等発生時における発電⽤原子炉施設の
保全のための活動に関すること。

緊急時対策所の居住性確保のための⼿順として、⼊口扉
開放および⼊口扉への仮設フィルタ取り付けを⾏う。

通信連絡設備の機能確保のための⼿順として、燃料取扱
建屋内へ配置した電源⾞から給電を⾏う。

 改正された規則要求に対する対応を下表に⽰す。

・第⼋十四条の⼆の五のイ及び第⼋十四条の⼆の六においては、火山影響等発生時の想定として、「原子⼒発電所の火山影響評価ガイド」に⽰す⼿法に従い、美浜発電所の降灰量(10cm)が
24時間継続すると仮定することにより気中降下火砕物濃度を推定し、その環境下での対策を検討した。

・第⼋十四条の⼆の五のロにおいては、気中降下火砕物濃度によらず、その動作に期待できる対策を検討した。
・第⼋十四条の⼆の五のハにおいては、推定した気中降下火砕物濃度の2倍の濃度を想定し、その環境下で、ディーゼル発電機は降灰到達後も⼀定期間機能を期待するものとして対策を検討した。

 プラント毎の系統構成等の差異により、各⼿順に必要な要員数や想定時間も異なるが、構内に常駐してい
るＳＡ対策要員により対応が可能であることを確認している。
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仮設建屋の撤去に伴う管理区域の変更（美浜３号炉）
 ３号炉原子炉格納容器外部遮へい壁耐震補強工事の実施に伴い、アニュラス内へ資機材搬出⼊等を⾏うための仮

設建屋を設置し、当該設置区域を管理区域に設定（2017年9⽉15⽇申請、2018年1⽉10⽇認可）していたが、
工事完了に伴い仮設建屋を撤去するため添付２管理区域図を変更する。

2018年1⽉10⽇以前（施⾏前） 現在 本変更認可（施⾏）後

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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 ３号炉内部溢⽔対策として、主
蒸気・主給⽔配管破断時の溢
⽔・蒸気影響により、安全系機
器が機能喪失することを防⽌す
るため、主蒸気・主給⽔配管敷
設エリアに耐圧区画壁・床を設
置する。
 ＭＳ区画内に漏洩した蒸気は、

区画内の内圧上昇防⽌のため
⼤気に放出する構造であり、放
射性物質を含んだ漏洩蒸気が
⼤気中に放出されないようにする
観点から、汚染のおそれのない区
域に設定するため、添付２管理
区域図を変更する。

現在 本変更認可（施⾏）後

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

主蒸気配管・主給⽔配管区画壁設置に伴う管理区域の変更（美浜３号炉）

※：区画内の内圧上昇防止

※
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主蒸気配管・主給⽔配管区画壁設置に伴う管理区域図の変更（⾼浜１，２号炉 ）

区画壁詳細図

耐圧区画化概念図

区画壁設置計画図（⾼浜１号炉のイメージ）

 主蒸気・主給⽔配管破断時の溢⽔・蒸気影響により、安全系機器が機能喪失
することを防⽌するため、主蒸気・主給⽔配管敷設エリアに耐圧区画壁・床を設
置するもの。

 区画内に漏洩した蒸気は⼤気に放出される構造にあるため、汚染のおそれのな
い区域に設定することで、主蒸気管破断事象があった場合でも汚染物が⼤気中
に放出されないようにする観点から、添付４ 管理区域図のうち、「６．１．２
号炉 管理区域図 その５」、「７．１．２号炉 管理区域図 その６」、「８．
１．２号炉 管理区域図 その７」を変更する。

区画壁

⽔密扉

補強床

既設床

枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

ブローアウトパネル※

※：区画内の内圧上昇防止
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原子炉格納容器上部遮蔽設置工事に伴う管理区域図の変更（⾼浜１，２号炉）

 原子炉格納容器上部にドーム状の鉄筋コンクリート造の上部遮蔽を設置することに伴い、添付４ 管理
区域図のうち、「１１．１．２号炉 管理区域図 その１０」を変更する。

トップドーム施工前 トップドーム施工後

トップドーム

原子炉格納容器（外部遮へい
建屋ドーム内）

原子炉格納容器（屋上）

︓汚染のおそれのない管理区域

原⼦炉格納容器

外部遮へい

アニュラスルーフ

アニュラス
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保安規定における附則（第１項、第２項）（⾼浜１，２号炉）

附 則（平成 年 ⽉ ⽇ 平成２６原安管通達第３号－ ）
（施⾏期⽇）
第 １ 条 この通達は、 年 ⽉ ⽇から施⾏する。→認可から１０⽇以内に施⾏する。
2. 本規定施⾏の際、使⽤前検査の対象となる規定（第３項を除く。）については、原子炉に燃料体を挿⼊することができ

る状態になった時の工事の工程における各原子炉施設に係る使⽤前検査終了⽇以降に適⽤することとし、それまでの間、
なお、従前の例による。ただし、上記検査がない設備については構造、強度または漏えいに係る検査終了⽇以降に適⽤す
る。なお、第１３条（運転員等の確保）については、２号炉の原子炉に燃料体を挿⼊することができる状態になった時
の工事の工程における各原子炉施設に係る使⽤前検査終了⽇以降に適⽤することとし、それまでの間のうち、１号炉の
原子炉に燃料体を挿⼊することができる状態になった時の工事の工程における各原子炉施設に係る使⽤前検査終了⽇
までは従前の例により、それ以降は別紙－１による。

○適⽤開始時期の考え⽅
 先⾏プラントにおいては、安全対策工事として設備が設置された後、関連する運⽤（⼿順書、体制等）設備の適⽤を開

始した。
 ⾼浜１，２号炉においては、新規制基準を踏まえた火災、溢⽔、⻯巻等の設計基準事象や重⼤事故等へ対処するため

の安全対策工事を進めており、１号炉では2020年5⽉、２号炉では2021年1⽉に工事が完了する予定である。
 先⾏プラントと同様に、この工事完了以降、保安規定における設備および運⽤に関する条⽂（例︓ＳＡ設備は８5条、

ＳＡ時の⼿順、体制は１３条、１８条の５，６）を適⽤開始することとし、当該号炉の原子炉に燃料を装荷する前の
使⽤前検査（三号検査）が終了となるＱＡ検査による最終的な確認を受けた⽇以降、適⽤される旨、附則において明
確にする。（スライド３４参照）

認可 施⾏
使⽤前
検査終了（1u）

使⽤前
検査終了（2u）従前の例にて運⽤（1u）

従前の例にて運⽤（2u）

1u適⽤
2u適⽤
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保安規定における附則（第２項 別紙－１）（⾼浜１，２号炉）

２号炉に燃料装荷しないことを明記
別紙１にて運⽤

認可 施⾏
使⽤前
検査終了（1u）

使⽤前
検査終了（2u）

13条適⽤従前の例にて運⽤

1u適⽤
2u適⽤
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附則第２項の適⽤の考え⽅（美浜３号炉、⾼浜１，２号炉）

検査項目 対象範囲 実施内容 実施時期

三号検査
（機能・性能

検査等）
要⽬表の
対象設備

 要⽬表に記載された容量等のスペックを満⾜している
ことを確認される。

 例えば、要⽬表にポンプの容量が100m3/hと記載さ
れていれば、実際にポンプを運転し、100m3/h以上
の性能を有していることを確認される。

各設備の工事
完了時

基本設計⽅針
検査

全ての工認
対象設備

 工認の基本設計⽅針の要求に対して、各設備が適
合していることを確認される。

 具体的には、いくつかの基本設計⽅針がサンプリング
され、その要求への適合性確認が事業者による検査
にて適切に⾏われたことを確認される。

・燃料装荷前

ＱＡ検査 全ての工認
対象範囲

 事業者の品質管理の⽅法等が工認（の品管説明
書）通りに⾏なわれていることを確認される。

 具体的には、工事及び事業者による検査が品管説
明書に従って、適切に実施されていることを包括的に
確認される。

 例えば、三号検査完了時のQA検査では、燃料装荷
までに必要な検査が完了していることを確認される。

・使⽤前検査開
始時

・燃料装荷前
・原子炉起動前
・負荷検査以外
の検査完了後
等

 附則第２項に⾔う「使⽤前検査終了」とは三号検査終了となるＱＡ検査完了時点をいう。
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美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（１／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 詳細説明

第
１
編

第
１
章

第 １ 条 ⽬的 記載の適正化 なし

第 ２ 条
の２

安全⽂化の醸成 品質保証規程の改正反映 なし

第 ２ 条
の３

関係法令および本規
定の遵守

品質保証規程の改正反映 なし

第
２
章

第 ３ 条 品質保証計画 ・ 品質保証規則の内容反映
・ 新規制定等に伴う社内標準（２次⽂書）の追加

なし

第
３
章

第 ４ 条 保安に関する組織 設置変更許可申請書（添付書類五）との整合 なし

第 ５ 条 保安に関する職務 ・ 保安に関する職務に、火災、内部溢⽔、火山影響
等、その他自然災害、重⼤事故等、⼤規模損壊発
生時の体制の整備に関する業務を追加

・ 原子炉主任技術者が、品証室⻑等を兼務した場合、
担当号炉の職務は遂⾏しないこととし、担当号炉の
職務は兼任する職位の上位職が職務を遂⾏すること
を規定

あり 組織の違いによる

第 ８ 条 原子⼒発電安全運
営委員会

原子⼒発電安全運営委員会の審議事項に、誤操作
防⽌に関する事項、火災、内部溢⽔、火山影響等、
その他自然災害、重⼤事故等および⼤規模損壊の体
制の整備に関する事項を追加

なし

第 ９ 条 原子炉主任技術者
の選任

・ 原子炉主任技術者の選任要件の追加
・ 兼任する役職者の追加
・ 兼任する場合の措置を規定等

なし

第１０条 原子炉主任技術者
の職務等

・ 所⻑の承認に先⽴ち確認する事項（運転員等の確
保、成⽴性確認訓練および⼤規模の確認訓練の実
施計画）を追加

・ 確認する事項（内部溢⽔等が発生した場合の措置、
成⽴性確認訓練、⼤規模の確認訓練の結果、運転
上の制限逸脱時の要求される代替措置）を追加

・ 記録確認の項⽬に再結合装置内の温度を追加

なし
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美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（２／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 詳細説明

第
１
編

第
４
章

第１２条 構成および定義 ⽤語の定義（「重⼤事故」について定義） なし

第１３条 運転員等の確保 ・ 発電所に常時確保する要員数（重⼤事故等の対
応体制）を規定

・ 要員確保の⾒込みがない場合の措置を規定
・ 成⽴性確認訓練において、要員の⼒量が確保できて

いないと判断される場合の措置を規定

なし

第１４条 巡視点検 系統より切り離されている設備についての巡視点検を追
加

なし

第１５条 運転管理に関する社
内標準の作成

社内標準の制定・改正について、
・ 誤操作防⽌
・ 火災・内部溢⽔・火山影響等・その他自然災害の体

制の整備
・ SA・⼤規模損壊の体制の整備に関する事項を追加

なし

第１７条 原子炉起動前の確
認事項

・ 原子炉起動前の施設点検結果の確認について、各
課（室）⻑からの報告結果を発電室⻑に通知し、
発電室⻑は確認後当直課⻑に通知することを規定

・ 定期検査における最終の確認結果については、最終
ヒートアップ開始前の１年以内の確認結果とする記
載を追加

なし

第１８条 火災発生時の体制の
整備

新規制基準（実⽤炉規則・保安規定審査基準）改
正に伴い、火災発生時の体制の整備に関する事項を
規定

なし

第１８条
の２

内部溢⽔発生時の
体制の整備

新規制基準（実⽤炉規則・保安規定審査基準）改
正に伴い、内部溢⽔発生時の体制の整備に関する事
項を規定

なし

第１８条
の２の２

火山影響等発生時
の体制の整備

新規制基準（実⽤炉規則・保安規定審査基準）改
正に伴い、火山影響等発生時の体制の整備に関する
事項を規定

なし
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美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（３／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 詳細説明

第
１
編

第
４
章

第１８条
の３

その他自然災害発生
時等の体制の整備

・ 新規制基準（設置許可基準規則）改正に伴い、
その他自然災害の体制の整備に関する事項を規定

・ 上流⽂書で記載した運⽤事項（新知⾒の収集、地
震に関する波及的影響の観点の抽出等）を追加

なし

第１８条
の４

資機材等の整備 上流⽂書で記載した運⽤事項（安全避難通路ならび
に避難⽤および事故対策⽤照明、可搬型照明の配備、
警報装置および通信連絡設備を整備およびその⼿順
の整備等）を規定

あり ⼤飯特有の事項（⼤飯
ではディーゼル発電機の
７⽇間連続運転のための
燃料輸送の⼿順を規
定）

第１８条
の５

重⼤事故等発生時
の体制の整備

新規制基準（実⽤炉規則・保安規定審査基準）改
正に伴い、重⼤事故等発生時の体制の整備に関する
以下の事項を規定
・ 重⼤事故等発生時の体制の整備について計画を策

定に関する事項
・ 要員の配置、教育訓練（⼒量維持向上訓練、成

⽴性確認訓練等）、資機材の配備に関する事項
・ ⼿順書の整備に関する事項
・ 支援に関する事項
・ 定期的な評価に関する事項

あり ⼤飯特有の事項（⼤飯
では同時発災を考慮して
いるが、美浜は単独プラン
トのため考慮していない）

第１８条
の６

⼤規模損壊発生時
の体制の整備

新規制基準（実⽤炉規則・保安規定審査基準）改
正に伴い、⼤規模損壊発生時の体制の整備に関する
以下の事項を規定
・ ⼤規模損壊発生時の体制の整備について計画を策

定に関する事項
・ 要員の配置、教育訓練（⼒量維持向上訓練、技

術的能⼒の確認訓練）、資機材の配備に関する事
項

・ ⼿順書の整備に関する事項
・ 支援に関する事項
・ 定期的な評価に関する事項

なし

第１９条
の２

原子炉冷却材圧⼒
バウンダリ隔離弁管理

新規制基準（設置許可基準規則）の改正に伴い、
上流⽂書で記載した運⽤事項（施錠管理を⾏う原子
炉冷却材圧⼒バウンダリ隔離弁が、閉⽌施錠状態を
確認する。）を規定

なし
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美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（４／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 詳細説明

第
１
編

第
４
章

第 ２３ 条 制御棒動作機能 ・ 制御棒クラスタがATWS緩和設備として新たにSA設
備となったことを受け、SA設備を兼ねる旨を追記

・ 停⽌余裕の記載の適正化

なし

第 ２４ 条 制御棒の挿⼊限界 停⽌余裕の記載の適正化 なし

第 ２５ 条 制御棒位置指⽰ 中央制御盤取替えに伴う上流⽂書との整合（プロセス
計算機→ユニット総合管理計算機）

なし 設備名称の違いのみ

第 ２８ 条 化学体積制御系
（ほう酸濃縮機能）

・ 上流⽂書（緊急ほう酸注⼊ライン補給弁を⽤いた
⼿順）に定めていることから、緊急ほう酸注⼊弁が開
弁できることを確認する旨を追加

・ 充てん系を新たにSA設備として規定することから、SA
設備を兼ねる旨を記載し、充てん⾼圧注⼊ポンプが
動作不能時のLCOを確認することを追加
・ ほう酸⽔量の変更(炉内構造物取替えに伴う反映)

あり スライド1４参照

第 ２９ 条 原子炉熱出⼒ 中央制御盤取替えに伴う上流⽂書との整合（プロセス
計算機→ユニット総合管理計算機）

なし 設備名称の違いのみ

第 ３４ 条 計測および制御設備 ・ 原子炉トリップしゃ断器、⼿動原子炉トリップを新たに
SA設備としたことから、重⼤事故等対処設備を兼ね
る旨を追加

・ 事故時監視計装の各計装を新たにSA設備として規
定することから、SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不
能時のLCOを確認することを追加

・ 工事計画変更認可申請書に「中央制御室外原子
炉停⽌装置の低温停⽌機能」が明記されたことを踏
まえ、本条⽂においてもモード５移⾏までに使⽤する
設備を追加

・ 安全保護回路デジタル化に伴う安全保護系設定値
の変更

なし

第 ３５ 条 ＤＮＢ比 過⼤温度ΔＴ⾼および過⼤出⼒ΔＴ⾼トリップ設定値
制限図の変更

なし
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美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（５／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 詳細説明

第
１
編

第
４
章

第 ３７ 条 １次冷却系 －モー
ド３－

蒸気発生器による熱除去系を新たにSA設備として規
定することから、SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不
能時のLCOを確認する旨を追加

なし

第 ３８ 条 １次冷却系 －モー
ド４－

蒸気発生器による熱除去系及び余熱除去系を新たに
SA設備として規定することから、SA設備を兼ねる旨を
記載し、動作不能時のLCOを確認する旨を追加

なし

第 ３９ 条 １次冷却系 －モー
ド５（１次冷却系満
⽔）－

余熱除去系を新たにSA設備として規定することから、
SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不能時のLCOを確
認する旨を追加

なし

第 ４０ 条 １次冷却系 －モー
ド５（１次冷却系非
満⽔）－

余熱除去系を新たにSA設備として規定することから、
SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不能時のLCOを確
認する旨を追加

なし

第 ４１ 条 １次冷却系 －モー
ド６（キャビティ⾼⽔
位）－

余熱除去系を新たにSA設備として規定することから、
SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不能時のLCOを確
認する旨を追加

なし

第 ４２ 条 １次冷却系 －モー
ド６（キャビティ低⽔
位）－

余熱除去系を新たにSA設備として規定することから、
SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不能時のLCOを確
認する旨を追加

なし

第 ４３ 条 加圧器 安全保護系設定値の⾒直しに伴う変更 なし
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美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（６／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 詳細説明

第
１
編

第
４
章

第 ４４ 条 加圧器安全弁 加圧器安全弁が新たにSA設備として規定することから、
SA設備を兼ねる旨を追記

なし

第 ４５ 条 加圧器逃がし弁 加圧器逃がし弁が新たにSA設備として規定することか
ら、SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不能時のLCOを
確認する旨を追加

なし

第 ４６ 条 低温過加圧防護 中央制御盤取替えに伴う変更
（「操作器」が「停⽌ロック」である旨を記載）

なし 設備名称の違いのみ

第 ４７ 条 １次冷却材漏えい率 ・ 炉内計装⽤シンブル配管室ドレンピット漏えい検出
装置をLCOに追加

・ 凝縮液量測定装置の適⽤モードを適正化（モード
１および２）

なし スライド13参照
(⼤飯同様の設備を追
加)

第 ５１ 条 アキュムレータ アキュムレータが新たにSA設備として規定することから、
SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不能時のLCOを確
認する旨を追加

なし

第 ５２ 条 非常⽤炉心冷却系
－モード１、２および
３－

・ 上流⽂書で記載した運⽤事項（インターフェイスシス
テムLOCA時に閉⽌できること）をサーベランスとして
規定

・ ⾼圧注⼊系及び低圧注⼊系を新たにSA設備として
規定することから、SA設備を兼ねる旨を記載し、動作
不能時のLCOを確認する旨を追加

なし

第 ５３ 条 非常⽤炉心冷却系
－モード４－

⾼圧注⼊系、低圧注⼊系及び充てん系を新たにSA設
備として規定することから、SA設備を兼ねる旨を記載し、
動作不能時のLCOを確認する旨を追加

なし

第 ５４ 条 燃料取替⽤⽔タンク 燃料取替⽤⽔タンクが新たにSA設備として規定するこ
とから、SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不能時の
LCOを確認する旨を追加

なし

第 ５５ 条 ほう酸注⼊タンク ほう酸注⼊タンクが新たにSA設備として規定することか
ら、SA設備を兼ねる旨を追加

なし
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美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（７／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 詳細説明

第
１
編

第
４
章

第 ５６ 条 原子炉格納容器 原子炉格納容器が新たにSA設備として規定することか
ら、SA設備を兼ねる旨を追記

なし

第 ５８ 条 原子炉格納容器スプ
レイ系

原子炉格納容器スプレイ系を新たにSA設備として規定
することから、SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不能
時のLCOを確認する旨を追加

なし

第 ６０ 条 アニュラス循環系 Ｂアニュラス循環系を新たにSA設備として規定すること
から、SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不能時の
LCOを確認する旨を追加

なし

第 ６２ 条 主蒸気安全弁 主蒸気安全弁が新たにSA設備として規定することから、
SA設備を兼ねる旨を追記

なし

第 ６３ 条 主蒸気⽌弁 主蒸気⽌弁が新たにSA設備として規定することから、
SA設備を兼ねる旨を追記
主蒸気隔離弁を主蒸気⽌弁に名称を適正化

なし

第 ６５ 条 主蒸気逃がし弁 主蒸気逃がし弁を新たにSA設備として規定することから、
SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不能時のLCOを確
認する旨を追加

なし

第 ６６ 条 補助給⽔系 補助給⽔系を新たにSA設備として規定することから、
SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不能時のLCOを確
認する旨を追加

なし

第 ６７ 条 復⽔タンク 復⽔タンクを新たにSA設備として規定することから、SA
設備を兼ねる旨を記載し、動作不能時のLCOを確認
する旨を追加

なし

第 ６８ 条 原子炉補機冷却⽔
系

原子炉補機冷却⽔系を新たにSA設備として規定する
ことから、SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不能時の
LCOを確認する旨を追加

なし

第 ６９ 条 原子炉補機冷却海
⽔系

原子炉補機海⽔系を新たにSA設備として規定すること
から、SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不能時の
LCOを確認する旨を追加

なし
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美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（８／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 詳細説明

第
１
編

第
４
章

第 ７０ 条 制御⽤空気系 「保安規定変更に係る基本⽅針（４．１）」に基づく
変更（特に重要度の⾼い安全機能を有する設備につ
いては、新規制基準においてその機能が要求されること
から、制御⽤空気系を保安規定へ反映）

なし

第 ７１ 条 中央制御室非常⽤
循環系

中央制御室非常⽤循環系を新たにSA設備として規定
することから、SA設備を兼ねる旨を記載し、動作不能
時のLCOを確認する旨を追加

なし

第 ７３ 条 外部電源 ・新規制基準（実⽤炉規則・設置許可基準規則）
改正に伴い、「外部電源の独⽴性」及び「⼀相解放故
障の検地」が要求事項となったことを受け、本条⽂は上
記要求事項に則して規定
・美浜３号炉は単独プラントであり、設置許可基準規
則における複数プラントでの要求に該当しないため、
「外部電源の要求数を２回線以上」と規定

あり スライド４参照

第 ７４ 条 ディーゼル発電機 －
モード１、２、３およ
び４－

ディーゼル発電機を新たにSA設備として規定することか
ら、SA設備を兼ねる旨を記載を追加

あり ⼤飯では号機間融通の
⼿段があるため、ディーゼ
ル発電機が動作不能時
のLCOを確認する旨が規
定（美浜３号炉では多
様性の⼿段）

第 ７５ 条 ディーゼル発電機 －
モード１、２、３およ
び４以外－

ディーゼル発電機を新たにSA設備として規定することか
ら、SA設備を兼ねる旨を記載を追加

あり 同上

第 ７６ 条 ディーゼル発電機の燃
料油、潤滑油および
始動⽤空気

燃料油貯蔵タンクを新たにSA設備として規定することか
ら、SA設備を兼ねる旨を記載を追加

なし

第 ７７ 条 非常⽤直流電源 －
モード１、２、３およ
び４－

蓄電池を新たにSA設備として規定することから、SA設
備を兼ねる旨を記載し、動作不能時のLCOを確認する
旨を追加

なし

第 ７８ 条 非常⽤直流電源 －
モード５、６および照
射済燃料移動中－

蓄電池を新たにSA設備として規定することから、SA設
備を兼ねる旨を記載し、動作不能時のLCOを確認する
旨を追加

なし
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美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（９／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 詳細説明

第
１
編

第
４
章

第 ７９ 条 所内非常⽤⺟線 －
モード１、２、３およ
び４－

計器⽤電源（無停電電源装置）が新たにSA設備と
して規定することから、SA設備を兼ねる旨を追記

なし

第 ８０ 条 所内非常⽤⺟線 －
モード５、６および照
射済燃料移動中－

計器⽤電源（無停電電源装置）が新たにSA設備と
して規定することから、SA設備を兼ねる旨を追記

なし

第 ８２ 条 原子炉キャビティ⽔位 停⽌時ＳＡ事象（停⽌中に炉心に燃料のある期間に
燃料取替⽤⽔タンク⽔を⽤いた炉心注⽔等）を考慮
し、モード６（キャビティ⾼⽔位）まで、ほう酸⽔量を確
保する必要があることから、本条⽂では、「モード６
（キャビティ⾼⽔位）の原子炉キャビティ⽔位」をLCOと
して規定

なし

第 ８３ 条 原子炉格納容器貫
通部

SA有効性評価（停⽌時ミッドループ運転中の余熱除
去系の機能喪失）を考慮し、モード５，６の期間にお
いて原子炉格納容器貫通部（機器ハッチの全ボルトで
閉じられていること等）のLCO等を規定

なし

第 ８５ 条 重⼤事故等対処設
備

・ SA設備について、運転上の制限、サーベランスの頻
度、運転上の制限を逸脱した場合の措置等を規定
する。
・ 美浜３号炉特有の設備、手順等として、原⼦炉下
部キャビティ注⽔ポンプ、可搬式代替低圧注⽔ポン
プによる代替炉⼼注⽔、送⽔⾞を用いたタービン動
補助給⽔ポンプによる蒸気発生器への給⽔、可搬
式オイルポンプ、燃料油移送ポンプ等のLCOを設定
する。

あり スライド６〜８､12参照

柏崎刈⽻６７号炉の審査知⾒反映として、アニュラス
循環設備を「⽔素爆発による原子炉建屋等の損傷を
防⽌するための設備」、「原子炉制御室の居住性を確
保するための設備」と位置付け本設備のＬＣＯを規定
する箇所に関連する機能を追加

なし
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美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（１０／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 詳細説明

第
１
編

第
４
章

第 ８７ 条 運転上の制限の確認 ・ 主語の明確化
・ 「保安規定変更に係る基本⽅針（４．２）」に基

づき運転上の制限を満⾜していることの確認を実施す
る場合、確認事項が複数の条⽂で同⼀である場合
は、１回の確認により複数の条⽂の確認を実施したと
みなすことができる旨を追加

・ 頻度の定義を追加

なし

第 ８８ 条 運転上の制限を満⾜
しない場合

主語の明確化 なし

第 ８９ 条 予防保全を⽬的とし
た点検・保修を実施
する場合

・ 主語の明確化
・ ⻘旗を適⽤する作業として表８９－１を追加

なし

第 ９０ 条 運転上の制限に関す
る記録

主語の明確化 なし

第 ９１ 条 異常時の基本的な対
応

「（第９１条）第１項に定める」の記載追加（他プラ
ントとの整合）

なし

第 ９２ 条 異常時の措置 「（第９１条）第１項に定める」の記載追加（他プラ
ントとの整合）

なし

第 ９３ 条 異常収束後の措置 ・ 「（第９１条）第２項に定める」の記載追加（他プ
ラントとの整合）

・ 原子炉トリップさせた場合の原子炉を再起動できる措
置における条⽂との紐付けの⾒直し

なし
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美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（１１／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 詳細説明

第
１
編

第
５
章

第 ９９ 条 使⽤済燃料の運搬 記載の適正化（使⽤済燃料「等」の落下防⽌措置） なし

第
６
章

第１００条 放射性固体廃棄物
の管理

主語の明確化 なし

第１０２条 放射性気体廃棄物
の管理

主語の明確化 なし

第
７
章

第１０５条 管理区域の設定・解
除

添付番号の繰り下げ なし

第１０６条 管理区域内における
区域区分

添付番号の繰り下げ なし

第１１０条 保全区域 添付番号の繰り下げ なし

第１１１条 周辺監視区域 記載の適正化 なし

第１１４条 外部放射線に係る線
量当量率等の測定

記載の適正化

第１１５条 放射線計測器類の
管理

放射線管理⽤計測器（重⼤事故等対処設備）につ
いてはＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第８５条にて
管理する旨を規定

なし

第１１７条 発電所外への運搬 主語の明確化 なし

第１１８条 請負会社の放射線
防護

主語の明確化 なし
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美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（１２／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 詳細説明

第
１
編

第
８
章

第１２０条 保守管理計画 設置変更許可申請書及び工事変更認可申請書にお
いて記載した重⼤事故等対処設備及び多様性拡張
設備について、保全対象等とする旨を追記

なし

第１２０条
の２

原子炉施設の経年
劣化に関する技術的
な評価および⻑期保
守管理⽅針

添付番号の繰り下げ なし

第
９
章

第１２１条 原子⼒防災組織 ・ 設置変更許可申請書（添付書類五）との整合
（原子⼒防災組織図の追加）

・ 「発電所原子⼒緊急時対策本部」の略称「発電所
対策本部」を追加

なし

第１２２条
の２

緊急作業従事者の
選定

ＳＡ訓練、⼤規模損壊訓練が保安規定に追加された
ことを踏まえ、これらの訓練のうち緊急作業の⽅法、設
備取扱いに係るものについて、緊急作業従事者への選
定前の訓練として兼⽤可能であることを明記する。

なし

第１２３条 原子⼒防災資機材
等の整備

主語の明確化 なし

第１２４条 通報経路 原子⼒災害特別措置法関連法令の改正を踏まえ、記
載を適正化（警戒事象、特定事象等が発生した場合
の連絡経路または通報経路を定める。）

なし

第１２６条 通 報 原子⼒災害特別措置法関連法令の改正を踏まえ、記
載を適正化

なし

第１２７条 原子⼒防災体制等
の発令

・ 原子⼒災害特別措置法関連法令の改正を踏まえ、
警戒本部，発電所対策本部の設置を追加

・ 「発電所原子⼒緊急時対策本部」は略称で記載

なし

第１２８条 応急措置 原子⼒災害特別措置法関連法令の改正を踏まえ、記
載を適正化

なし

第１３０条 原子⼒防災体制等
の解除

原子⼒災害特別措置法関連法令の改正を踏まえ、警
戒体制の解除を追加

なし
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美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（１３／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 詳細説明

第
１
編

第
10
章

第１３１条 所員への保安教育 保安教育の項⽬に、非常の場合に講ずべき処置に関
すること（SA、⼤規模、火災、内部溢⽔、火山影響
等その他自然災害の発生時の措置に関すること）を追
加

なし

第１３２条 請負会社従業員への
保安教育

新規制基準（保安規定審査基準）の改正を踏まえ、
請負会社従業員についてもSA、⼤規模火災、内部溢
⽔、火山影響等その他自然災害の発生時の措置に関
することを当社従業員に準じて実施計画を定めることを
規定

なし

第
11
章

第１３３条 記 録 ・ PAR、イグナイタを設置したことにより、本条⽂にPAR、
イグナイタ温度（実⽤炉規則要求事項）を追加

・ 記載の適正化

なし
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美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（１４／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 詳細説明

第
２
編

第
１
章

第１３５条 ⽬的 記載の適正化

－※

第１３７条 安全⽂化の醸成 品質保証規程の改正反映

第１３８条 関係法令および本規
定の遵守

品質保証規程の改正反映

第
２
章

第１３９条 品質保証計画 ・ 品質保証規則の内容反映
・ 新規制定等に伴う社内標準（２次⽂書）の追加

第
３
章

第１４０条 保安に関する組織 第１編との記載の整合

第１４１条 保安に関する職務 安全・防災室⻑の職務を 「その他技術安全の総括」
から「電源機能喪失時等の体制の整備に関する業務」
に変更

第１４２条 原子⼒発電安全委
員会

記載の適正化

第１４４条 廃⽌措置主任者の
選任

記載の適正化

第
４
章

第１４７条 運転員の確保 美浜３号炉の重⼤事故対応時の体制に係る設置許
可変更に伴い運転員の⼈数を変更（３名→４名）

第１５２条 地震・火災等発生時
の措置

第１編との記載の整合

第１５３条 電源機能喪失時等
の体制の整備

新規制基準（実⽤炉規則・保安規定審査基準）改
正に伴い、火山影響等発生時の体制の整備に関する
事項を追記

第１５５条 工事の計画および実
施

記載の適正化（系統除染工事→核燃料物質による
汚染の除去）

第
６
章

第１６９条 放射性気体廃棄物
の管理

主語の明確化

※⼤飯発電所は第2編未認可
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美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（１５／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 詳細説明

第
２
編

第
７
章

第１７２条 管理区域の設定・解
除

添付番号の繰り下げ

第１７３条 管理区域内における
管理区分

添付番号の繰り下げ

第１７７条 保全区域 添付番号の繰り下げ

－※

第１７８条 周辺監視区域 記載の適正化

第１８１条 外部放射線に係る線
量当量率等の測定

記載の適正化

第１８４条 発電所外への運搬 主語の明確化

第１８５条 請負会社の放射線
防護

主語の明確化

第
９
章

第１８９条 原子⼒防災組織 第１編との記載の整合（防災組織図を追加）

第１９１条 緊急作業従事者の
選定

第１編との記載の整合（兼⽤できる訓練の追加）

第１９３条 通報経路 第１編との記載の整合（警戒事象、特定事象等が発
生した場合の連絡経路または通報経路を規定）

第１９５条 通報 第１編との記載の整合（記載の適正化）

第１９６条 原子⼒防災体制等
の発令

第１編との記載の整合（警戒本部、警戒本部，発
電所対策本部の設置を追加の設置を追加）

第１９７条 応急措置 第１編との記載の整合（記載の適正化）

第２００条 原子⼒防災体制等
の解除

第１編との記載の整合（警戒体制の解除を追加）

第
10
章

第２０２条 請負会社従業員への
保安教育

主語の明確化

第
11
章

第２０３条 記録 記載の適正化

※⼤飯発電所は第2編未認可

25



50

The Kansai Electric Power Co., Inc.

美浜３号炉の特有事項の抽出プロセス（１６／１６）
美浜３号炉の変更範囲 主な変更内容 ⼤飯３４号炉との差異 抽出結果

添
付

１ 異常時の運転操作基
準（第９２条関連）

異常時の運転操作基準異について、SA⼿順の⼀部を反
映

なし

２
火災、内部溢⽔、火山
影響等および自然災害
発生時の対応に係る実
施基準（第１８条、
第１８条の２、第１
８条の２の２および第
１８条の３関連）

・ 火災、内部溢⽔、火山影響等および自然災害発生時
の対応の実施基準として、設置許可・工認にて記載した
運⽤事項を集約し、新規追加
・ 美浜３号炉の特有の運用として、内部溢⽔対策におけ
る運用停⽌設備に係る運用を規定

あり スライド５参照

内部溢⽔による管理区域外への漏えいの防⽌の反映とし
て、その他の溢⽔発生時の対応を追加

なし スライド24参照

火山灰対策について、美浜３号炉における対応を規定 なし スライド25,26参照

３

重⼤事故等および⼤規
模損壊対応に係る実
施基準
（第１８条の５および
第１８条の６関連）

・ SA・⼤規模損壊対応として、設置許可・工認にて記載
した運⽤事項を集約し、新規追加

・ SA訓練および成⽴性確認訓練を実施し、⼒量を確保
できないと判断した場合の措置を記載

なし

柏崎刈⽻６７号炉の審査知⾒反映として、アニュラス循
環設備が、原子炉制御室の居住性を確保するための重⼤
事故等対処設」に位置づけられるため、原子炉制御室の
居住性等に関する⼿順等に、機能および⼿順の内容を追
加する。

なし スライド23参照

４ 管理区域図（第１０
５条および第１０６条
関連）

・ 仮設建屋解体に伴う、管理区域図を変更
・ 主蒸気･主給⽔配管区画化に伴い、⼯事完了後に管
理区域図を変更

あり スライド27,28参照

７ 管理区域図（第１７
２条および第１７３条
関連）

添付番号の繰り下げ なし

８ 保全区域図（第１７
７条関連）

添付番号の繰り下げ なし

高浜発電所１，２号炉の特有事項の抽出プロセス

別紙２

26
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高浜発電所１，２号炉の特有事項の抽出プロセス（１／１１）
高浜１２号炉の変更範囲 主な変更内容 高浜３４号炉との差異 詳細説明

第
３
章

第８条 原子⼒発電安全運営委
員会

原子⼒発電安全運営委員会の審議事項のうち、誤操作の防
⽌に関する事項、火災、内部溢⽔、火山影響等およびその他
自然災害発生時の体制の整備、重⼤事故等および⼤規模損
壊発生時の体制の整備について、⾼浜１，２号炉へ適⽤範
囲を拡⼤する。

なし －

第９条 原子炉主任技術者の選
任

・原子炉主任技術者が非常召集可能圏外を離れる場合に代
⾏者と交代する運⽤について、⾼浜１，２号炉へ適⽤範囲を
拡⼤する。
・各発電所の運⽤を統⼀するため、代⾏者として選任する本店
の役職者の内容を削除する。

なし －

第１０条 原子炉主任技術者の職
務等

・新規制基準適合性確認結果を踏まえた領域管理の観点から、
表１０－１の燃料移動の実施計画について、原子炉主任技
術者の確認を得て、所⻑の承認を得る旨を追記する。
・表１０－２及び表１０－３の内容確認について、⾼浜１，
２号炉へ適⽤範囲を拡⼤する。

なし －

第
４
章

第１２条 構成および定義 重⼤事故に係る定義について、⾼浜１，２号炉へ適⽤範囲を
拡⼤する。

なし －

第１３条 運転員等の確保 ・⾼浜１，２号炉中央制御盤取替工事完了に伴い運転員控
室を廃⽌する旨を反映
・４機運転に伴う体制変更を反映する。

なし －

第１４条 巡視点検 系統より切離しされている施設である可搬設備、緊急時対策所
設備および通信連絡を⾏うために必要な設備等について、⾼浜
１，２号炉へ適⽤範囲を拡⼤する。

なし －

第１５条 運転管理に関する社内
標準の作成

社内標準の作成対象のうち、誤操作の防⽌に関する事項、火
災、内部溢⽔、火山影響等およびその他自然災害発生時等の
体制の整備、重⼤事故等および⼤規模損壊発生時の体制の
整備について、⾼浜１，２号炉へ適⽤範囲を拡⼤する。

なし －

第１７条 原子炉起動前の確認事
項

原子炉起動前の確認結果について、その適⽤期間を最終ヒート
アップ開始前の１年以内とする旨を反映する。

なし －

第１８条 火災発生時の体制の整
備

・⾼浜１，２号炉中央制御盤取替工事完了に伴い運転員控
室を廃⽌する旨を反映
・火災防護計画の策定について、⾼浜１，２号炉へ適⽤範囲
を拡⼤する。

なし －
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第１８条の２ 内部溢⽔発生時の体制
の整備

・内部溢⽔発生時の体制の整備について、⾼浜１，２号炉へ
適⽤範囲を拡⼤する。

なし －

第１８条の2
の２

火山影響等発生時の体
制の整備

・火山影響等発生時の体制の整備について、⾼浜１，２号
炉へ適⽤範囲を拡⼤する。

なし －

第１８条の３ その他自然災害発生時
等の体制の整備

・その他自然災害発生時等の体制の整備について、⾼浜１，
２号炉へ適⽤範囲を拡⼤する。

なし －

第１８条の４ 資機材等の整備 ・資機材等の整備について、⾼浜１，２号炉へ適⽤範囲を拡
⼤する。
・業務実態に合わせて⾏為者を⾒直す。

なし －

第１８条の５ 重⼤事故等発生時の体
制の整備

重⼤事故等発生時の体制の整備について、⾼浜１，２号炉
へ適⽤範囲を拡⼤する。

なし －

第１８条の６ ⼤規模損壊発生時の体
制の整備

⼤規模損壊発生時の体制の整備について、⾼浜１，２号炉
へ適⽤範囲を拡⼤する。

なし －

第１８条の７ 電源機能喪失時等の体
制の整備

第１８条〜第１８条の６の適⽤範囲に⾼浜１，２号炉を
含めることを踏まえ、これまで旧基準炉に対し要求してきた電源
機能喪失時等の体制の整備に関する条⽂を削除する。

なし －

第１９条の２ 原子炉冷却材圧⼒バウ
ンダリ隔離弁管理

原子炉冷却材圧⼒バウンダリ隔離弁管理について、⾼浜１，
２号炉へ適⽤範囲を拡⼤する。

なし －

第２３条 制御棒動作機能 制御棒動作機能のうち、制御棒クラスタは重⼤事故等対処設
備を兼ねる旨を追記する。
・制御棒の全引抜位置からの落下時間について、工認記載値
との整合を図る。

なし －

第２５条 制御棒位置指⽰ ⾼浜１，２号炉中央制御盤取替工事完了に伴い、⾼浜１，
２号炉のプロセス計算機の名称をユニット総合管理計算機に
⾒直し

なし 設備名称の違いのみ

第２８条 化学体積制御系（ほう
酸濃縮機能）

・ほう酸ポンプ、ほう酸タンク、緊急ほう酸⽔補給弁および充てん
系は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める
第８５条との紐付けを明確にする。

なし －
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第２９条 原子炉熱出⼒ ⾼浜１，２号炉中央制御盤取替工事完了に伴い、⾼浜１，
２号炉のプロセス計算機の名称をユニット総合管理計算機に
⾒直し

なし 設備名称の違いのみ

第３０条 熱流束熱⽔路係数（Ｆ
Ｑ(Z)）

(5)５５Ｇ燃料導⼊を踏まえ、⾼浜１，２号炉の熱流束熱
⽔路係数（ＦＱ(Z)）とＫ（Ｚ）を⾒直す。

（プラント固有に設定） スライド15参照

第３１条 核的エンタルピ上昇熱⽔
路係数（ＦＮ

ΔＨ）
(5)５５Ｇ燃料導⼊を踏まえ、⾼浜１，２号炉の核的エンタ
ルピ上昇熱⽔路係数（ＦＮ

ΔＨ）を⾒直す。
（プラント固有に設定） スライド15参照

第３４条 計測および制御設備 先⾏認可プラントと同様に安全保護系設定値の⾒直し、安全
保護回路デジタル化反映を⾏う。

なし －

第３５条 ＤＮＢ比 ・(5)５５Ｇ燃料導⼊を踏まえ、⾼浜１，２号炉のＤＮＢ比
を⾒直す。

（プラント固有に設定） スライド15参照

・安全保護系設定値の⾒直しに伴い過⼤温度△Ｔ⾼および
過⼤出⼒△Ｔ⾼トリップ設定値制限図を⾒直す。

なし －

第３７条 １次冷却系 －モード３
－

・蒸気発生器による熱除去系は、重⼤事故等対処設備を兼
ねる旨を追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める
第８５条との紐付けを明確にする。

なし －

第３８条 １次冷却系 －モード４
－

・余熱除去系、蒸気発生器による熱除去系は、重⼤事故等
対処設備を兼ねる旨を追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める
第８５条との紐付けを明確にする。

なし －

第３９条 １次冷却系 －モード５
（１次冷却系満⽔）－

・余熱除去系は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記する。
・ＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第８５条との紐付けを明
確にする。

なし －

第４０条 １次冷却系 －モード５
（１次冷却系非満⽔）
－

・余熱除去系は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記する。
・ＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第８５条との紐付けを明
確にする。

なし －
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第４１条 １次冷却系 －モード６
（キャビティ⾼⽔位）－

・余熱除去系は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記する。
・ＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第８５条との紐付けを明
確にする。

なし －

第４２条 １次冷却系 －モード６
（キャビティ低⽔位）－

・余熱除去系は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記する。
・ＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第８５条との紐付けを明
確にする。

なし －

第４３条 加圧器 先⾏認可プラントと同様に安全保護系設定値の⾒直し、⾼浜
１，２号炉の加圧器⽔位を⾒直す。

なし －

第４４条 加圧器安全弁 加圧器安全弁は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記す
る。

なし －

第４５条 加圧器逃がし弁 ・加圧器逃がし弁は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記
する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める
第８５条との紐付けを明確にする。

なし －

第４６条 低温過加圧防護 ⾼浜１，２号炉中央制御盤取替工事完了に伴い、⾼浜１，
２号炉の「操作スイッチ」および「プルアウト（引断）」の名称を
「操作器」および「停⽌ロック」に適正化

なし 設備名称の違いのみ

第４７条 １次冷却材漏えい率 (1)新規制基準適合性確認結果を踏まえ、⾼浜１，２号炉
の炉内計装⽤シンブル配管室ドレンピット漏えい検出装置に対
するＬＣＯを設定

あり スライド13参照

凝縮液測定装置に対する適⽤モードをモード１，２に限定
（モード３，４の除外）

なし －

第５１条 蓄圧タンク (5)５５Ｇ燃料導⼊を踏まえ、⾼浜１，２号炉の蓄圧タンク
のほう素濃度を⾒直す。

（プラント固有に設定） スライド15参照

・蓄圧タンクは、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める
第８５条との紐付けを明確にする。

なし －

第５２条 非常⽤炉心冷却系 －
モード１、２および３－

・余熱除去ポンプ⼊口弁が、閉⽌可能であることを確認について、
⾼浜１，２号炉へ適⽤範囲を拡⼤する。
・⾼圧注⼊系及び低圧注⼊系は、重⼤事故等対処設備を兼
ねる旨を追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める
第８５条との紐付けを明確にする。

なし －
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第５３条 非常⽤炉心冷却系 －
モード４－

・⾼圧注⼊系、充てん系及び低圧注⼊系は、重⼤事故等対
処設備を兼ねる旨を追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める
第８５条との紐付けを明確にする。

なし －

第５４条 燃料取替⽤⽔タンク (5)５５Ｇ燃料導⼊を踏まえ、⾼浜１，２号炉の燃料取替
⽤⽔タンクのほう素濃度を⾒直す。

（プラント固有に設定） スライド15参照

・燃料取替⽤⽔タンクは、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を
追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める
第８５条との紐付けを明確にする。

なし －

第５５条 ほう酸注⼊タンク ・ほう酸注⼊タンクは、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記
する。

なし －

第５６条 原子炉格納容器 ・原子炉格納容器は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追
記する。

なし －

第５８条 原子炉格納容器スプレイ
系

(5)５５Ｇ燃料導⼊を踏まえ、⾼浜１，２号炉のよう素除去
薬品タンクの苛性ソーダ溶液量を⾒直す。

（プラント固有に設定） スライド15参照

・原子炉格納容器スプレイ系は、重⼤事故等対処設備を兼ね
る旨を追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める
第８５条との紐付けを明確にする。

なし －

第５９条 アニュラス空気浄化系 ・アニュラス空気浄化系は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を
追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める
第８５条との紐付けを明確にする。

なし －

第６０条 アニュラス ⾼浜１，２号炉の設備名称を適正化する。 なし －

第６１条 主蒸気安全弁 主蒸気安全弁は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記す
る。

なし －

第６２条 主蒸気隔離弁 主蒸気隔離弁は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記す
る。

なし －

第６４条 主蒸気逃がし弁 ・主蒸気逃がし弁は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記
する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める
第８５条との紐付けを明確にする。

なし －

57

The Kansai Electric Power Co., Inc.

高浜発電所１，２号炉の特有事項の抽出プロセス（６／１１）

高浜１，２号炉の変更範囲 主な変更内容 高浜３４号炉との差異 詳細説明

第
４
章

第６５条 補助給⽔系 ・補助給⽔系は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第８５条との
紐付けを明確にする。

なし －

第６６条 復⽔タンク ・復⽔タンクは、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第８５条との
紐付けを明確にする。

なし －

第６７条 原子炉補機冷却⽔
系

・原子炉補機冷却⽔系は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第８５条との
紐付けを明確にする。

なし －

第６８条 原子炉補機冷却海
⽔系

・原子炉補機冷却海⽔系は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第８５条との
紐付けを明確にする。

なし －

第６８条の２ 津波防護施設 津波防護施設について、⾼浜１，２号炉へ適⽤範囲を拡⼤する。 なし －

第６９条 制御⽤空気系 ⾼浜３４号炉と同様に、⾼浜１，２号炉の制御⽤空気系について、ＬＣ
Ｏを新たに設定する。

なし －

第７０条 中央制御室非常⽤
循環系

・中央制御室非常⽤循環系は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記す
る。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第８５条との
紐付けを明確にする。

なし －

第７３条 外部電源 ・⾼浜１号炉及び２号炉に新規制基準の要求を踏まえた外部電源の回線
数及び独⽴性を要求する観点から、 第７３条の３の適⽤対象に⾼浜１号
炉及び２号炉を追加することを踏まえ、旧 第７３条及び旧 第７３条の２
を削除
・⾼浜１〜４号炉について、変圧器１次側において１相開放を検知した場
合、故障箇所の隔離または非常⽤⺟線を健全な電源から受電できるよう切
替を実施する旨を規定する。

なし －

第７４条 ディーゼル発電機 －
モード１、２、３およ
び４－

・ディーゼル発電機は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第８５条との
紐付けを明確にする。

なし －
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第７５条 ディーゼル発電機 －
モード１、２、３および４
以外－

・ディーゼル発電機は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記
する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第
８５条との紐付けを明確にする。

なし －

第７６条 ディーゼル発電機の燃料
油、潤滑油および始動⽤
空気

ＤＧ１台を定格出⼒にて７⽇以上運転できる容量に制限値を
⾒直す。

なし －

・燃料油貯油そうの油量は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を
追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第
８５条との紐付けを明確にする。

なし －

第７７条 非常⽤直流電源 －
モード１、２、３および４
－

・蓄電池は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第
８５条との紐付けを明確にする。

なし －

第７８条 非常⽤直流電源 －
モード５、６および照射
済燃料移動中－

・蓄電池は、重⼤事故等対処設備を兼ねる旨を追記する。
・⾼浜１，２号炉についてＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第
８５条との紐付けを明確にする。

なし －

第７９条 所内非常⽤⺟線 －
モード１、２、３および４
－

・⾼浜１，２号炉については、非常⽤計器⽤⺟線に電源供給
する計器⽤電源（無停電電源装置）は、重⼤事故等対処設
備を兼ねる旨を追記する。

なし －

第８０条 所内非常⽤⺟線 －
モード５、６および照射
済燃料移動中－

・⾼浜１，２号炉については、非常⽤計器⽤⺟線に電源供給
する計器⽤電源（無停電電源装置）は、重⼤事故等対処設
備を兼ねる旨を追記する。

なし －

第８１条 １次冷却材中のほう素
濃度 －モード６－

(５)５５Ｇ燃料導⼊を踏まえ、⾼浜１，２号炉の１次冷却
材中のほう素濃度を⾒直す。

（プラント固有に設定） スライド15参照

第８２条 原子炉キャビティ⽔位 ⾼浜１，２号炉に対して、原子炉格納容器内での燃料移動中
以外の期間についてはＬＣＯを適⽤しないこととしていた旨を、⾼
浜３４号炉に合わせて削除

なし －

第８３条 原子炉格納容器貫通部 １号炉及び２号炉に対し、新規制基準の要求を踏まえて、モー
ド５及び６において格納容器貫通部における機器ハッチの閉⽌
等を要求する観点より、第８３条の２の適⽤対象に１号炉及び
２号炉を追加するとともに、旧第８３条を削除

なし －
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高浜発電所１，２号炉の特有事項の抽出プロセス（８／１１）
高浜１，２号炉の変更範囲 主な変更内容 高浜３４号炉との差異 詳細説明

第
４
章

第８５条 重⼤事故等対処設備 (1)新規制基準適合性確認結果を踏まえ、重⼤事故等対処設備
のＬＣＯについて、⾼浜１，２号炉へ適⽤範囲を拡⼤するものであ
るが、⾼浜１，２号炉特有設備として原子炉下部キャビティ注⽔ポ
ンプ、空冷式非常⽤発電装置給油ポンプに対するＬＣＯを新たに設
定する。

あり スライド10〜12参照

(２)柏崎刈⽻６７号炉の審査知⾒反映として、アニュラス循環排
気設備を「⽔素爆発による原子炉建屋等の損傷を防⽌するための設
備」、「原子炉制御室の居住性を確保するための設備」と位置付け本
設備のＬＣＯを規定する箇所に関連する機能を追加する。

なし スライド23参照

第８９条 予防保全を⽬的とした点
検・保修を実施する場合

⾼浜１，２号炉に対して、⾼浜３４号炉と同様に⻘旗を適⽤する
作業を追加する。

なし －

第
５
章

第９４条 新燃料の運搬 ⾼浜１〜４号炉について、使⽤済燃料ピットにおいて新燃料の運搬
を実施する場合の遵守事項を規定する。

なし －

第９５条 新燃料の貯蔵 新規制基準適合性確認結果を踏まえ、⾼浜１，２号炉について、
使⽤済燃料ピットに貯蔵する場合は、未臨界が維持できることをあら
かじめ確認している条件（初期濃縮度、燃焼度、使⽤済燃料ピット
⽤中性子吸収体の有無および配置）に基づき移動することで、実効
増倍率が不確定性を含めて０．９８以下となることを確認し、管理
することを規定する。
・また、燃料移動に際しては実施計画を作成し、原子炉主任技術者
の確認を得て、所⻑の承認を得る旨を規定するとともに、使⽤済燃料
ピット内の新燃料の移動に当たっては、誤配置を防⽌する措置を講じ
る旨を規定する。

あり スライド22参照

⾼浜１〜４号炉について、使⽤済燃料ピットにおいて新燃料の貯蔵
を実施する場合の遵守事項を規定する。

なし －

第９６条 燃料の検査 燃料の検査のために燃料を移動する場合の遵守事項について、⾼浜
１，２号炉へ適⽤範囲を拡⼤する。

なし －
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高浜発電所１，２号炉の特有事項の抽出プロセス（９／１１）

高浜１，２号炉の変更範囲 主な変更内容 高浜３４号炉との差異 詳細説明

第
５
章

第９７条 燃料の取替等 新規制基準適合性確認結果を踏まえ、⾼浜１，２号炉につ
いて、使⽤済燃料ピットに貯蔵する場合は、未臨界が維持でき
ることをあらかじめ確認している条件（初期濃縮度、燃焼度、
使⽤済燃料ピット⽤中性子吸収体の有無および配置）に基づ
き移動することで、実効増倍率が不確定性を含めて０．９８
以下となることを確認し、管理することを規定する。
・また、燃料移動に際しては実施計画を作成し、原子炉主任
技術者の確認を得て、所⻑の承認を得る旨を規定するとともに、
使⽤済燃料ピット内の燃料の移動に当たっては、誤配置を防⽌
する措置を講じる旨を規定する。

あり スライド22参照

⾼浜１〜４号炉について、燃料を貯蔵施設から原子炉へ装荷
する場合、または原子炉から使⽤済燃料ピットへ取り出す場合
の遵守事項を規定する

なし －

第９８条 使⽤済燃料の貯蔵 新規制基準適合性確認結果を踏まえ、⾼浜１，２号炉につ
いて、使⽤済燃料ピットに貯蔵する場合は、未臨界が維持でき
ることをあらかじめ確認している条件（初期濃縮度、燃焼度、
使⽤済燃料ピット⽤中性子吸収体の有無および配置）に基づ
き移動することで、実効増倍率が不確定性を含めて０．９８
以下となることを確認し、管理することを規定する。
・また、燃料移動に際しては実施計画を作成し、原子炉主任
技術者の確認を得て、所⻑の承認を得る旨を規定するとともに、
使⽤済燃料ピット内の使⽤済燃料の移動に当たっては、誤配
置を防⽌する措置を講じる旨を規定する。

あり スライド22参照

⾼浜１〜４号炉について、使⽤済燃料ピットにおいて使⽤済
燃料の貯蔵を実施する場合の遵守事項を規定する。

なし －

第９９条 使⽤済燃料の運搬 発電所内において、使⽤済燃料を運搬する場合の遵守事項に
ついて、⾼浜１，２号炉へ適⽤範囲を拡⼤する。

なし －
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高浜発電所１，２号炉の特有事項の抽出プロセス（１０／１１）

高浜１，２号炉の変更範囲 主な変更内容 高浜３４号炉との差異 詳細説明

第
６
章

第１００条 放射性固体廃棄物の
管理

項⽬番号の⾒直し なし －

第１０２条 放射性気体廃棄物の
管理

(５)５５Ｇ燃料導⼊を踏まえ、⾼浜１，２号炉の放射性物
質の放出管理⽬標値を⾒直す。

（プラント固有に設定） スライド15参照

第
７
章

第１１５条 放射線計測器類の管
理

放射線管理⽤計測器（重⼤事故等対処設備）については
ＳＡ設備に対するＬＣＯを定める第８５条にて管理する旨を
規定する。

なし －

第
８
章

第１２０条 保守管理計画 ・保全対象範囲に多様性拡張設備を含めることについて、⾼浜
１，２号炉へ適⽤範囲を拡⼤する。
・重⼤事故等対処設備の保全重要度設定について、⾼浜１，
２号炉へ適⽤範囲を拡⼤する。

なし －

第
９
章

第１２１条 原子⼒防災組織 ・発電所原子⼒緊急時対策本部の略名（発電所対策本
部）を追記
・原子⼒防災組織図に⾼浜１，２号炉の原子炉主任技術
者を反映

なし －

第１２２条の２ 緊急作業従事者の選
定

電源機能喪失時等の体制の整備について、第１８条の７を
削除した結果を反映。

なし －

第１２７条 原子⼒防災体制等の
発令

召集する要員の名称を略名（発電所対策本部）に修正する。 なし －

第
10
章

第１３３条 記録 実⽤炉規則第６７条に基づく記録のうち、従来⾼浜３４号
炉に対してのみ記録、保存していた再結合装置内の温度（静
的触媒式⽔素再結合装置温度及び原子炉格納容器⽔素燃
焼装置温度）について、⾼浜１，２号炉へ適⽤範囲を拡⼤
する。

なし －
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高浜発電所１，２号炉の特有事項の抽出プロセス（１１／１１）

高浜１，２号炉の変更範囲 主な変更内容 高浜３４号炉との差異 詳細説明

添
付

１ 異常時の運転操
作基準

(1)新規制基準適合性確認結果を踏まえ、異常時の運転操作基準につ
いて、⾼浜１，２号炉へ適⽤範囲を拡⼤する。

なし －

２ 火災、内部溢⽔、
火山影響等およ
び自然災害発生
時の対応に係る
実施基準

火災、内部溢⽔、火山影響等および自然災害対応に係る実施基準につ
いて、⾼浜１，２号炉へ適⽤範囲を拡⼤する。

なし －

(1)新規制基準適合性確認結果を踏まえ、２機運転から４機運転への
移⾏に伴う津波防護対策（発電所を含む地域に⼤津波警報が発令され
た場合の対応として、⾼浜１〜４号炉の循環⽔ポンプを停⽌）の運⽤を
⾒直す。

あり スライド20参照

(1)新規制基準適合性確認結果を踏まえ、⾼浜２号炉の海⽔ポンプを
⼟⽯流から防護するための対策（堰堤）の運⽤を新たに定める。

あり スライド9参照

(1)新規制基準適合性確認結果を踏まえ、⾼浜１，２号炉について、
中央制御盤内の煙感知器が作動し、火災が発生した場合は、常駐する
運転員による消火器を⽤いた消火活動を⾏い、プラント運転状況の確認
等を実施する旨を規定。

なし －

(1)新規制基準適合性確認結果を踏まえ、⾼浜１，２号炉について、
使⽤済燃料ピット上部を防護ネットで覆う運⽤を新たに追加。

なし －

(5)内部溢⽔による管理区域外への漏えいの防⽌の反映として、その他
の溢⽔発生時の対応を追加する。

なし スライド24参照

(6)火山対策について、⾼浜１，２号炉へ適⽤範囲を拡⼤する。 あり スライド25,26参照

３ 重⼤事故等およ
び⼤規模損壊対
応に係る実施基
準

(1)新規制基準適合性確認結果を踏まえ、重⼤事故等および⼤規模損
壊対応に係る実施基準について、⾼浜１，２号炉へ適⽤範囲を拡⼤す
る。

なし －

(4)柏崎刈⽻６７号炉の審査知⾒反映として、アニュラス循環排気設備
が、原子炉制御室の居住性を確保するための重⼤事故等対処設」に位
置づけられるため、原子炉制御室の居住性等に関する⼿順等に、機能お
よび⼿順の内容を追加する。

なし スライド23参照

４ 管理区域図 ⾼浜１，２号炉格納容器上部遮蔽設置、内部溢⽔対策（ＭＳ区画
化）に伴う管理区域設定を変更する。

あり スライド29,30参照
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2019年10月15日

関西電力株式会社

高浜発電所 原子炉施設保安規定変更認可申請のうち
高浜３，４号炉に関する案件の対応について

資料３－１

１．⾼浜３，４号炉に関する案件の対応について（１／２） １

【経緯】
⾼浜発電所の新規制基準適合性に係る原子炉施設保安規定変更認可申請においては、2019年7⽉31

⽇に申請を⾏い、2019年8⽉以降、審査を進めて頂いていた。

○⾼浜発電所 原子炉施設保安規定変更認可申請（2019.7.31）
○第１回 審査会合（2019.8.27）

 ⾼浜発電所原子炉施設保安規定変更認可申請（2019.7.31申請）においては、⾼浜１，２号炉の
新規制基準適合のための内容を反映しているが、これに加えて、既に再稼動している⾼浜３，４号炉の規
定内容についても変更を実施している。

 ⾼浜３，４号炉の規定内容の変更としては、「⾼浜１，２号炉の運⽤変更に伴い⾼浜３，４号炉の規
定内容を変更するもの」、「３，４号炉の再稼動後の後続プラントの新規制基準適合に係る保安規定審
査内容の反映」及び、「それ以外の記載の適正化」であり、１，２号炉の内容と合わせて適⽤することを考え
ていた。

 第１回の審査会合にて、「⾼浜３，４号炉に係る変更内容は、⾼浜１，２号炉の新規制基準適合性に
関連するものとそうでないものを切り分けて説明すること。 」とのコメントを頂き再検討を進めた結果、⾼浜３，
４号炉が運転中であることを考慮して、早期に適⽤するべき内容については、次⾴の選定フローに従い分類
し、切離し申請をさせて頂いた。（2019.10.8申請)

○⾼浜発電所 原子炉施設保安規定変更認可申請（補正）【⾼浜１,２号炉新規制基準適合関連】
○⾼浜発電所 原子炉施設保安規定変更認可申請 【⾼浜３，４号炉関連】

なお、⾼浜３，４号炉が運転中であることを踏まえ、【⾼浜３，４号炉関連】に係る申請を優先して審査頂
き、【⾼浜１,２号炉新規制基準適合関連】に係る申請についても、並⾏して審査を進めて頂きたい。
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2１．⾼浜３，４号炉に関する案件の対応について（２／２）

高浜３，４号炉に関わる
保安規定記載の変更内容

３，４号炉が運転中であること
を考慮して、早期に規定内容
を適正化すべき内容として切
り離して申請を行う

高浜１，２号炉の運用変更に
伴い高浜３，４号炉の規定
内容を変更するものか

高浜１，２号炉の新規制基準適合
に係る申請にて変更する

表現の変更、運用の明確
化等ではあるが、右記切り
離し申請にあわせて変更
を行う

Ｙ

Ｎ

Ｙ

Ｎ

早期に適用すべき内容か

切り離して申請する内容
については、次頁以降に
て説明する。

案件抽出フロー

○以下の抽出フローのうち、②、③に分類される案件を⾼浜１，２号炉の新規制基準適合
に係る保安規定変更認可申請から切り離して、別途申請を実施したので、その内容について
ご説明する。

①
③②

２．⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容と分類について（１/３） 3

 ⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容は以下のとおりであり、代表として⾚枠に⽰す内容を説明する。

変更概要 No 変更内容例 条⽂ 別冊資料
記載箇所

分
類

⾼浜１，２号炉の新規制
基準適合性に関連するもの 1

2019.9.25に許可となったＳＡ⾼度化を反映した形で、運転員等の確保における
⼈数を変更する補正を実施（３，４号炉の要員を含む）

・初動要員︓112名 → 100名
・召集要員︓58名 → 28名

第13条 ー ①

⾼
浜
１，
２
号
炉
の
新
規
制
基
準
適
合
性
に
関
連
し
な
い
も
の

先⾏プラント審査の
反映

２ 原子炉主任技術者の代⾏者職位の⾒直し 第9条 Ｐ２ ③
３ 所⻑の承認に先⽴ち、原子炉主任技術者が確認する事項に、第９５条、９７条、

９８条に規定した燃料移動の実施計画を追加 第10条 Ｐ３ ③

４
定期検査における最終の確認結果を確認について、動作確認を伴う確認項⽬およ
び系統構成に係る確認項⽬については、最終ヒートアップ開始前の１年以内の確
認結果を確認する旨を追記

第17条 Ｐ４ ③
５ 資機材等の設備所管の⾒直し及び、対象となる資機材の範囲の適正化 第18条の４ Ｐ４２ ②
６ 凝縮液量測定装置の要求モードの⾒直し（現状ではモード１〜４となっているが、

蒸気が発生しないモード３，４を削除） 第47条 Ｐ４３〜４５ ②
７ 変圧器⼀次側において１相開放を検知した場合の対応事項を追加 第73条 Ｐ５ ③

８
蓄圧タンクの運転上の制限
「(3)モード１、２および３（1次冷却材圧⼒が6.89MPa〔gage〕を超える場
合）において」、「(4)モード３（1次冷却材圧⼒が6.89MPa〔gage〕以下の場
合）、４、５および６において、圧⼒が1.0MPa[gage]以上であること」を追加 第

８
５
条

８５－４
－２ Ｐ６ ③

９
「格納容器再循環サンプ １基→２基※２

格納容器再循環サンプスクリーン １基→２基※２

※２ A格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS）連絡ライン使⽤）を⽤いる再循
環⽤１基およびB余熱除去ポンプ（海⽔冷却）を⽤いる再循環⽤１基」を追加

８５－４
－６ Ｐ４６ ②
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２．⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容と分類について（２/３） 4

変更概要 No 変更内容例 条⽂ 別冊資料
記載箇所 分類

⾼
浜
１，
２
号
炉
の
新
規
制
基
準
適
合
性
に
関
連
し
な
い
も
の

先⾏プラント
審査の反映

１０
要求される措置に、使⽤済燃料ピットへの注⽔系（スプレイ系）が１系
統未満となった場合の措置として、代替措置を確保するまでの間、使⽤済
燃料ピット内での照射済燃料の移動を中⽌する（移動中の燃料を所定
の位置に移動することを妨げるものではない）旨を追加 第85条

８５－１２－１
８５－１２－２ Ｐ９〜１３ ③

１１
モード５，６および使⽤済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間におい
て要求される措置として、当直課⻑は、使⽤済み燃料ピット⽔位が
EL31.4m以上および⽔温が65℃以下であることを確認する旨を追加

８５－１３－１ Ｐ１５ ③

１２
以下の内容を追加
 燃料の落下を防⽌する措置を講じること。
 クレーン使⽤時の吊荷の重量および吊上げ上限⾼さを管理すること。

第94条
第95条 Ｐ２７、２８ ③

１３
以下の内容を追加
 施錠等により取扱者以外の者がみだりに⽴ち⼊りできない措置を講じ

ること。
第95条
第98条 Ｐ２８、３０ ③

１４
以下の内容を追加
 誤配置防⽌措置を講じること。
 実施計画の作成について、所⻑の承認に先⽴ち、原子炉主任技術

者の確認を得ること。

第95条
第97条
第98条

Ｐ２８〜３０ ③

先⾏プラント
の反映以外

１５ 要求される措置の完了時間で、DB条⽂側の参照先を適正化（表５８
－３⇒表５８－４）

第85条

８５－４－４ Ｐ７ ③

１６
・代替再循環に係る参照先を適正化（85-4-5⇒85-4-6）
・⼤容量ポンプを⽤いた自然対流冷却について空冷DGの要求を明確化
（８５－１５－１の２にて運転上の制限が定められている空冷式非常
⽤発電装置の追記することで、関連付けを明確化）

８５－７－２ Ｐ８ ③

１７
放⽔砲、泡混合器のサーベランス頻度を⾒直す。

放⽔砲︓「1年に1回」→「3ヶ⽉に１回」
泡混合器︓「1年に1回」→「3ヶ⽉に１回」

８５－１３－１ Ｐ１４ ③

変更概要 No 変更内容例 条⽂ 別冊資料
記載箇所 分類

⾼
浜
１
，
２
号
炉
の
新
規
制
基
準
適
合
性
に
関
連
し
な
い
も
の

先⾏プラント
審査の反映
以外

１８
4号炉の燃料取替⽤⽔タンク補給⽤移送ポンプのサーベランスに対して確
認する揚程を m以上から m以上に⾒直す。（当初より、保安規
定値 m以上に対し、サーベランス要領書において m以上であるこ
とを確認してきているため、今回、これらの整合を図る。）

第85条

８５－１４－２ Ｐ１６ ③

１９ 要求される措置について、燃料取替⽤⽔タンク補給⽤移送ポンプが動作
不能である場合の措置を追加 ８５－１４－２ Ｐ１７ ③

２０ 条件Ｃへの移⾏条件について記載を適正化 ８５－１５－３ Ｐ１８ ③
２１ 主要パラメータが多様性拡張設備である場合の代替パラメータから「①主

要パラメータの他検出器（他チャンネル）」を削除する。

８５－１６－１ Ｐ１９〜２５

③
２２ 所要チャンネル数を満⾜できない場合の措置に関する記載を適正化する。 ③
２３ 多様性拡張設備とセットで⽤いるSA設備は代替パラメータとして運転上

の制限の対象としないとの考え⽅に基づき、対象設備を適正化する。 ③
２４

最終ヒートシンクの確保における確認事項に、原子炉補機冷却⽔サージ
タンク加圧ライン圧⼒の外観点検により動作可能であることを確認する旨
を追記する。 ③

２５ モニタポスト、モニタステーションが電源喪失した場合の回復⼿段を電源⾞
（緊急時対策所⽤）から空冷式非常⽤発電装置に変更する。 ８５－１８－１ Ｐ２６ ③

２６ 参照番号の適正化 第100条 Ｐ３１ ③
２７ 表１３３－３に定める保安に関する記録を適正化 第133条 Ｐ３２，３３ ③
２８ 『安全機能ベース運転操作基準「未臨界の維持」』への移⾏条件の適正

化 添付１ Ｐ３４ ③
２９ 原子炉補機冷却機能喪失時において代替再循環運転に使⽤する機器

名称を適正化 等 添付３ Ｐ３５〜４０ ③

２．⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容と分類について（３/３） 5

本資料のうち、枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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３．⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第９条）

Ｎｏ２ 分類③

 当初、⾼浜３，４号炉の保安規定認可に際しては、原子炉主任技術
者の代⾏者職位について、発電所の要員により遂⾏される体制が構築さ
れるまでの暫定的な運⽤として、本店の保安に関する役職者も対象とし
ていたが、今回これを削除するもの。

 なお、現状の保安規定の記載に基づき、⾼浜３，４号機の保安規定
認可直後に本店の保安に関する役職者を選任した実績はある
（H27.10.30〜11.29の⾦⼟⽇に14⽇）が、それ以降の実績はない。

7

The Kansai Electric Power Co., Inc.

３．⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第７３条）
Ｎｏ７ 分類③

※保安規定記載経緯
・変圧器⼀次側の１相開放に係る対応については、⾼浜３、４号炉新規制基準適合に係る保安規定（2015.10.9認可）において、 先⾏の川内１、２

号炉同様に、１相開放に係る記載（⻘枠内）を⾏い、当該事象を検知した場合の対応事項については、審査資料において、保安規定／社内規定に記
載すべき事項を整理し、社内規定にのみ規定することとしていた。

・その後、後続の伊⽅発電所保安規定記載を踏まえ、⼤飯３、４号炉新規制基準適合に係る保安規定（2017.9.1認可）の審査において、社内規定に
記載していた当該事象を検知した場合の対応について、保安規定にも記載することとなった。

・上記経緯を踏まえ、今回、現状の記載に加え、社内規定に記載していた当該事象を検知した場合の対応について、⾼浜３、4号炉の保安規定の記載を充
実することとした。

 変圧器⼀次側における１相開放に係る対応については、「予備変圧器
から所内負荷へ給電時は、77kV送電線の電流値を確認する。」（⻘
枠内）ことを、３，４号炉新規制基準適合に係る保安規定変更時
に記載しており、今回、当該事象を検知した場合の対応事項について
記載の充実を図る。（⾚枠内）

 なお、この対応事項については、1相開放故障に係る事象の把握をより
確実にするために、当該事象の内容及びその対応⽅法について、運転
員に対する周知・教育を実施するとともに、運転・監視業務に関する社
内標準にも⼿順を反映している。
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３．⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）
Ｎｏ１０ 分類③

次頁に続く。

9

The Kansai Electric Power Co., Inc.

３．⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

 要求される措置に、動作可能な海⽔から使⽤済燃料ピットへの注⽔系が１系
統未満となった場合の措置として、代替措置を確保するまでの間、使⽤済燃料
ピット内での照射済燃料の移動を中⽌する（移動中の燃料を所定の位置に
移動することを妨げるものではない）旨を追加するもの。

 なお、上記の条件に該当した場合には、代替措置を確保するまでの間、使⽤
済燃料ピット内での照射済燃料の移動を中⽌する（移動中の燃料を所定の
位置に移動することを妨げるものではない）ことを意思決定するとともに社内周
知しており、プラントの安全確保に支障が生じるものではない。
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３．⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第８５条）

本資料のうち、枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

Ｎｏ１８ 分類③

 ⾼浜4号炉の燃料取替⽤⽔タンク補給⽤移送ポンプのサーベランスに対して確
認する揚程を m以上から m以上に⾒直すもの。

 なお、⾼浜４号炉の実際のサーベランスにおいては、保安規定値 m以上に
対して m以上であることを判定基準として定めており、当該ポンプに必要な
性能を有していることを確認している。

■以下の通り、⾼浜3,4号炉の各注⽔⼿順（SFP給⽔、SG給⽔、炉心注⽔及びCVスプレイ）に使⽤していた消防ポンプを送⽔⾞へ変更する
ことで事故対応に係る作業時間を短縮し、更なる安全性の向上を図る。

（既許可） （ＳＡ高度化後）ＳＦＰ（給⽔）

ＳＧ
消防ポンプ

可搬式代替
低圧注⽔ポンプ

消防ポンプ

消防ポンプ

海水

復⽔タンク
（CST）

送⽔⾞
恒設代替

低圧注⽔ポンプ

燃取タンク
（RWST） 炉⼼

ＣＶ

補助給⽔ポンプ

仮設組⽴式⽔槽

炉⼼
ＣＶ

ＳＦＰ（給⽔）

ＳＧ

可搬式代替
低圧注⽔ポンプ

復⽔タンク
（CST）

恒設代替
低圧注⽔ポンプ

燃取タンク
（RWST） 炉⼼

ＣＶ

補助給⽔ポンプ

仮設組⽴式⽔槽

炉⼼
ＣＶ

Ｂ

Ａ

Ａ Ｂʻ

海水

（１） 送⽔⾞導⼊（高浜3,4号炉対象）

（２） ＳＡ設備に対する燃料の統⼀（高浜1〜4号炉対象）
■1,2号炉送⽔⾞の燃料を軽油から重油に⾒直し、3,4号炉送⽔⾞も同様に重油仕様とすることでSA設備⽤の燃料を重油に統⼀する。

SA設備（既許可） 燃料
消防ポンプ（3,4号炉） ガソリン
送⽔⾞（1,2号炉） 軽油
⼤容量ポンプ、電源⾞

空冷式非常⽤発電装置（1〜4号炉） 重油

SA設備（SA⾼度化後） 燃料

送⽔⾞（1〜4号炉）
重油

⼤容量ポンプ、電源⾞
空冷式非常⽤発電装置（1〜4号炉）

（３） 重⼤事故等対策要員の⾒直し（高浜1〜4号炉対象）
■上記のＳＡ対策の変更に伴い、事故対応に係る体制を⾒直し、重⼤事故等対策要員の⼈数を変更する

対象 １〜４号炉
変更
内容 ・初動要員︓112名 → 100名 ・召集要員︓58名 → 28名

３．⾼浜３，４号炉に係る主な変更内容（第１３条他） １１

 ⾼浜１，２号炉の新規制基準適合に係る保安規定変更認可申請の補正として追加
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４．特重に係る保安規定審査基準改正に伴う変更について
 10/2原子⼒規制委員会において特重施設に関連して保安規定審査基準が改正され、そのうち、教育

訓練に係る要求事項については反映が必要なため、以下のとおり、⾼浜発電所 原子炉施設保安規定
変更認可申請 【⾼浜３，４号炉関連】に改正案として、反映している。

変更前 変更後

審
査
基
準

実⽤炉規則第９２条第１項第２２号 重⼤事故等発生時における発
電⽤原子炉施設の保全のための活動を⾏う体制の整備

３．対策要員に対する教育及び訓練を毎年⼀回以上定期的に実施する
こと。

実⽤炉規則第９２条第１項第２３号 ⼤規模損壊発生時における発
電⽤原子炉施設の保全のための活動を⾏う体制の整備

３．⼤規模損壊発生時における発電⽤原子炉施設の保全のための活動
を⾏う要員に対する教育及び訓練を毎年⼀回以上定期的に実施する
こと。

実⽤炉規則第９２条第１項第２２号 重⼤事故等発生時における
発電⽤原子炉施設の保全のための活動を⾏う体制の整備

３．対策要員に対する教育及び訓練を毎年⼀回以上定期的に実施
すること。なお、重⼤事故等対処施設の使⽤を開始するに当たっては、
あらかじめ必要な教育及び訓練を実施すること。

実⽤炉規則第９２条第１項第２３号 ⼤規模損壊発生時における
発電⽤原子炉施設の保全のための活動を⾏う体制の整備

３．⼤規模損壊発生時における発電⽤原子炉施設の保全のための
活動を⾏う要員に対する教育及び訓練を毎年⼀回以上定期的に
実施すること。なお、重⼤事故等対処施設の使⽤を開始するに当
たっては、あらかじめ必要な教育及び訓練を実施すること。

保
安
規
定
（
添
付
３
）

重⼤事故等および⼤規模損壊対応に係る実施基準
１ 重⼤事故等対策
(2) 教育訓練の実施

ア ⼒量の維持向上のための教育訓練
…

２．⼤規模な自然災害または故意による⼤型航空機の衝突その他のテロ
リズムへの対応における事項

(2) 対応要員への教育訓練の実施
ア ⼒量の維持向上のための教育訓練

…

重⼤事故等および⼤規模損壊対応に係る実施基準
１ 重⼤事故等対策
(2) 教育訓練の実施

ア ⼒量の維持向上のための教育訓練
ｆ 新たに重⼤事故等対処設備を設置する場合は、当該設備の

使⽤開始までに必要な教育訓練を実施する。

２．⼤規模な自然災害または故意による⼤型航空機の衝突その他の
テロリズムへの対応における事項

(2) 対応要員への教育訓練の実施
ア ⼒量の維持向上のための教育訓練

…
なお、新たに⼤規模損壊発生時の対応に必要な設備を設置す

る場合は、当該設備の使⽤開始までに必要な教育訓練を実施す
る。
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